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第１章 計画に関する基本的な考え方

１ 策定の趣旨等

医師の偏在は、地域間、診療科間のそれぞれにおいて、長きにわたり

課題として認識されながら、現時点においても解消が図られていませ

ん。

平成 年度以降、地域枠を中心とした全国的な医師数の増加等

が行われてきましたが、医師偏在対策が十に分図られなければ、地域や

診療科といったミクロの領域での医師不足の解消にはつながりません。

こうした中、平成 年７月に「医療法及び医師法の一部を改正

する法律」が成立し、今後の医師偏在対策の基本的な枠組みが定められ

ました。

改正法に基づき、全国ベースで都道府県ごと及び二次医療圏ごとの医

師の多寡を統一的・客観的に比較・評価する指標（以下「医師偏在指

標」という。）が算定され、栃木県では、都道府県間及び二次医療圏間

の偏在是正による医師確保対策等を「栃木県保健医療計画」の中に新た

に「栃木県医師確保計画」として定め、令和２ 年度から当該計画

に基づく取組を行ってきました。

「栃木県医師確保計画」においては、地域間や診療科間の偏在の是正

に向けて医師確保対策を進め、３年ごとに実施・達成を積み重ね、その

結果、令和 年までに医師偏在是正を達成することを長期的な目

標としていることから、「医師確保計画策定ガイドライン」（令和５年

３月 日付け医政地発 第４号、医政医発 第３号）（以下、

「ガイドライン」という。）に基づき、現行計画に係る評価を行った上

で、「栃木県医師確保計画（８期前期計画）」の策定を行います。

なお、令和６ 年４月から開始する医師に対する時間外・休日労

働時間の上限規制を踏まえ、医師の働き方改革と地域医療提供体制を両

立させることが重要であることから、各病院又は診療所における医師の

働き方改革に関する取組を推進するだけでなく、地域医療構想に関する

取組及び医師確保の取組を一体的に推進し、住民が必要とする適切な医

療が受けられるよう医師の確保を進めていきます。
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第２章 栃木県の医療を取り巻く状況
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１ 医師数

医師数の推移

県内の医療施設に従事する医師数は、 人（平成 （ ）

年）から 人（令和２（ ）年）へと 年で約 ％増加して

いるものの、全国では 人（平成 （ ）年）から

人（令和２（ ）年）へと約 ％増加しており、増加率は全国を下

回っています。

全国及び栃木県の医師数の推移（単位：人）

【出典：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査（統計）」】

また、医療施設に従事する人口 万人当たりの医師数（令和２

（ ）年）は、全国値 人に対し、栃木県は 人、病院に

従事する人口 万人当たりの医師数（令和２（ ）年）は、全国値

人に対し、栃木県は 人であり、どちらも全国値以下とな

っています。

医療施設従事医師数の推移（人口 万人当たり）（単位：人）

【出典：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査（統計）」】

全国 全国（病院のみ） 栃木県 栃木県（病院のみ）

栃木県（左軸） 全国（右軸）
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都道府県別医師数（人口 万人当たり）（単位：人）

令和２ 年 月 日時点

【出典：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」】

性・年齢階級別医師数

本県の女性医師数の割合 ％ は、全国 ％ と比べてわずか

に低くなっています。

また、年齢階級別に男女の割合を見ると、本県及び全国の ～ 歳

以上では、概ね ％以上を男性が占めていますが、 ～ 歳以下で

は、女性の割合が概ね ％を超えています。

なお、女性医師の割合は、産婦人科や小児科などにおいて高くなっ

ています。

本県及び全国の性・年齢階級別医師数・男女の割合（単位：人、％）

令和２ 年 月 日時点

【出典：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」】

区分
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主な診療科別医師数の推移

医療施設に従事する医師数の推移を診療科別にみると、産婦人科・

産科・婦人科の医師数の減少傾向が続いています。

本県の医療施設従事医師数の推移（主たる診療科別）（単位：人）

【出典：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査（統計）」】

※内科には呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・腎臓内科・脳神経内科・糖尿病内
科・血液内科、外科には呼吸器外科・心臓血管外科・乳腺外科・気管食道外科・消
化器外科 胃腸外科 ・肛門外科・小児外科を含む。

2010 2012 2014 2016 2018 2020

整形外科 救急科 外科 産婦人科・産科・婦人科 精神科 小児科 麻酔科

内科
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臨床研修医及び専攻医の状況

臨床研修医数及び専攻医数ともに増加しており、令和５（ ）年

４月１日時点ではそれぞれ 人、 人となっています。

県内病院における臨床研修医及び専攻医※の状況（単位：人）
※県内基幹施設及び連携施設の専門研修履修者数

（専攻医診療科別内訳（単位：人））

内科 精神科 病理

外科 脳神経外科 リハビリテーション科

整形外科 泌尿器科 皮膚科

産婦人科 放射線科 臨床検査

麻酔科 眼科 形成外科

小児科 耳鼻咽喉科

救急科

総合診療科 【出典：栃木県「令和５ 年度栃木県病院医師現況調査」】

臨床研修医 専攻医

 

臨床研修医及び専攻医の状況

臨床研修医数及び専攻医数ともに増加しており、令和５（ ）年

４月１日時点ではそれぞれ 人、 人となっています。

県内病院における臨床研修医及び専攻医※の状況（単位：人）
※県内基幹施設及び連携施設の専門研修履修者数

（専攻医診療科別内訳（単位：人））

内科 精神科 病理診断科

外科 脳神経外科 リハビリテーション科

整形外科 泌尿器科 皮膚科

産婦人科 放射線科 臨床検査科

麻酔科 眼科 形成外科

小児科 耳鼻咽喉科

救急科

総合診療科 【出典：栃木県「令和５ 年度栃木県病院医師現況調査」】

臨床研修医 専攻医
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地域枠等の状況
県では、自治医科大学や獨協医科大学と連携した地域枠制度及び県

医師修学資金等貸与制度を運用して、地域医療に貢献する医師を養成

し、医師が不足する公的医療機関等に派遣しています。

①現在実施している事業

区分 募集期間 対象者 診療科

地

域

枠

自治医科大学 年度～ 自治医科大学生

１～６年生

～

原則として、内科、小

児科、外科、整形外

科、産婦人科、麻酔

科、救急科、総合診療

科のみ可

～

一社 日本専門医機構

の専門医制度での基本

領域＋行政

獨協医科大学 年度～ 獨協医科大学生

１～６年生

医学生等修学資

金

６年度～ 全国の医学生

１～６年生

小児科、産科、救急科

※臨床研修期間までの

継続可

②過去に実施していた事業

区分 募集期間 対象者 診療科

医学生修学資金 ～ 年度 全国の医学生

１～６年生

～

小児科、産科

・

産科、麻酔科、整

形外科

旧・産科医修学資金 ～ 年度 全国の医学生

４～６年生

産科

産科医修学資金 ～ ２年度 全国の医学生

１～６年生

産科

医学生修学資金 ３～ ５年度 全国の医学生

１～６年生

小児科、産科

地域枠等医師数

（令和５（ ）年４月１日時点）

病院派遣 診療所派遣 大学での研修等 臨床研修 その他 合計

人

うち修学資金８人

４人 人

うち修学資金２人

人 １人 人

※地域枠学生は 人。

 

地域枠等の状況

県では、自治医科大学や獨協医科大学との連携による地域枠制度及

び県医師修学資金貸与制度により、地域医療に貢献する医師を養成

し、医師が不足する公的医療機関等への派遣を実施してきました。

①現在実施している事業

区分 募集期間 対象者 診療科

地

域

枠

自治医科大学 年度～ 自治医科大学生

１～６年生

～

原則として、内科、小

児科、外科、整形外

科、産婦人科、麻酔

科、救急科、総合診療

科のみ可

～

一社 日本専門医機構

の専門医制度での基本

領域＋行政

獨協医科大学 年度～ 獨協医科大学生

１～６年生

医学生等修学資

金

６年度～ 全国の医学生

１～６年生

※臨床研修期間

までの継続可

小児科、産科、救急科

②過去に実施していた事業

区分 募集期間 対象者 診療科

医学生修学資金 ～ 年度 全国の医学生

１～６年生

～

小児科、産科

・

産科、麻酔科、整

形外科

産科医修学資金 ～ 年度 全国の医学生

４～６年生

産科

産科医修学資金 ～ ２年度 全国の医学生

１～６年生

産科

医学生修学資金 ３～ ５年度 全国の医学生

１～６年生

小児科、産科

地域枠等医師数

（令和５（ ）年４月１日時点）

病院派遣 診療所派遣 大学での研修等 臨床研修 その他 合計

人

うち修学資金８人

４人 人

うち修学資金２人

人 １人 人
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地域枠等の状況
県では、自治医科大学や獨協医科大学と連携した地域枠制度及び県

医師修学資金等貸与制度を運用して、地域医療に貢献する医師を養成

し、医師が不足する公的医療機関等に派遣しています。

①現在実施している事業

区分 募集期間 対象者 診療科

地

域

枠

自治医科大学 年度～ 自治医科大学生

１～６年生

～

原則として、内科、小

児科、外科、整形外

科、産婦人科、麻酔

科、救急科、総合診療

科のみ可

～

一社 日本専門医機構

の専門医制度での基本

領域＋行政

獨協医科大学 年度～ 獨協医科大学生

１～６年生

医学生等修学資

金

６年度～ 全国の医学生

１～６年生

小児科、産科、救急科

※臨床研修期間までの

継続可

②過去に実施していた事業

区分 募集期間 対象者 診療科

医学生修学資金 ～ 年度 全国の医学生

１～６年生

～

小児科、産科

・

産科、麻酔科、整

形外科

旧・産科医修学資金 ～ 年度 全国の医学生

４～６年生

産科

産科医修学資金 ～ ２年度 全国の医学生

１～６年生

産科

医学生修学資金 ３～ ５年度 全国の医学生

１～６年生

小児科、産科

地域枠等医師数

（令和５（ ）年４月１日時点）

病院派遣 診療所派遣 大学での研修等 臨床研修 その他 合計

人

うち修学資金８人

４人 人

うち修学資金２人

人 １人 人

※地域枠学生は 人。

 

地域枠（自治・獨協）・修学資金制度による貸与件数の累計と

県養成医師等の配置数推移（単位：人）

備考

 累計は、自治医科大学・獨協医科大学の地域枠募集が開始した年度（自治： 、獨協：

）、修学資金が開始した年度（ ）から算出。

 配置人数は、各年度４月１日時点（令和３年度は 月５日時点）。また、臨床研修中の

医師、大学病院での研修中の医師、育児休業中の医師等については配置人数から除外。

修学資金

地域枠（獨協）

地域枠（自治）

配置人数

 

地域枠（自治・獨協）・修学資金制度による貸与件数の累計と

県養成医師等の派遣数推移（単位：人）

備考

 累計は、自治医科大学・獨協医科大学の地域枠募集が開始した年度（自治：平成

（ ）、獨協：平成 （ ））、修学資金が開始した年度（平成 （ ））から

算出。

 派遣人数は、各年度４月１日時点（令和３（ ）年度は 月５日時点）。また、臨床

研修中の医師、大学病院での研修中の医師、育児休業中の医師等については派遣人数から

除外。

修学資金

地域枠（獨協）

地域枠（自治）

派遣人数

 

地域枠（自治・獨協）・修学資金制度による貸与件数の累計と

県養成医師等の派遣数推移（単位：人）

備考

 累計は、自治医科大学・獨協医科大学の地域枠募集が開始した年度（自治：平成

（ ）、獨協：平成 （ ））、修学資金が開始した年度（平成 （ ））から

算出。

 派遣人数は、各年度４月１日時点（令和３（ ）年度は 月５日時点）。また、臨床

研修中の医師、大学病院での研修中の医師、育児休業中の医師等については派遣人数から

除外。

修学資金

地域枠（獨協）

地域枠（自治）

派遣人数

 

地域枠（自治・獨協）・修学資金制度による貸与件数の累計と

県養成医師等の派遣数推移（単位：人）

備考

 累計は、自治医科大学・獨協医科大学の地域枠募集が開始した年度（自治：平成

（ ）、獨協：平成 （ ））、修学資金が開始した年度（平成 （ ））から

算出。

 派遣人数は、各年度４月１日時点（令和３（ ）年度は 月５日時点）。また、臨床

研修中の医師、大学病院での研修中の医師、育児休業中の医師等については派遣人数から

除外。

修学資金

地域枠（獨協）

地域枠（自治）

派遣人数
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２ 医師偏在指標

医師偏在指標

全国ベースで医師の多寡を統一的・客観的に比較・評価する指標と

して、次の「５要素」を考慮した医師偏在指標を、都道府県別と全国

の二次医療圏別に国が算定し、公表しています。

なお、医師偏在指標は、一定の仮定のもとに、あくまでも相対的な

偏在の状況を表すものであって、医師の絶対的な充足状況を示すもの

ではありません。このため、医師偏在指標を絶対的な基準として取り

扱うことや機械的な運用を行うことのないよう十分に留意する必要が

あります。

また、医師偏在指標の活用に当たっては、地域医療構想の推進や医

師の働き方改革も踏まえた一体的な議論が重要であることから、地域

の実情を十分に考慮する必要があります。

算定方法

【５要素】１ 医療需要（ニーズ）及び人口・人口構成とその変化

２ 患者の流出入等

３ へき地等の地理的条件

４ 医師の性別・年齢分布

５ 医師偏在の種別（区域、診療科、入院／外来）

※１ 標準化医師数 ＝ Σ 性年齢階級別医師数 ×
性年齢階級別平均労働時間

全医師の平均労働時間

地域の期待受療率 ※３

全国の期待受療率
※２ 地域の標準化受療率比 ＝

※３ 地域の期待受療率 ＝
Σ（全国の性年齢階級別調整受療率 ※４ ×地域の性年齢階級別人口）

地域の人口

※４ 全国の性年齢階級別調整受療率 無床診療所医療医師需要度 ※５ ×全国の無床診療所受療率

全国の入院受療率

性年齢階級別調整受療率（流出入反映） ＝ 無床診療所医師需要度×全国の無床診療所受療率

×無床診療所患者流出入調整係数 （※７）＋全国の入院受療率

×入院患者流出入調整係数（※８）

マクロ需給推計における外来医師需要 全国の無床診療所外来患者数 ※６

マクロ需給推計における入院医師需要 全国の入院患者数
※５ 無床診療所医療医師需要度 ＝

初診・再診・在宅医療算定回数 無床診療所

初診・再診・在宅医療算定回数 有床診療所・無床診療所
※６ 全国の無床診療所外来患者数＝全国の外来患者数×

標準化医師数 ※１

地域の人口÷ 万×地域の標準化受療率比（※２）
医師偏在指標 ＝

無床診療所患者数 患者住所地 無床診療所患者流入数 無床診療所患者流出数

無床診療所患者数（患者住所地）
※７ 無床診療所患者流出入調整係数 ＝

入院患者数（患者住所地）＋入院患者流入数―入院患者流出数

入院患者数（患者住所地）
※８ 入院患者流出入調整係数 ＝
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２ 医師偏在指標

医師偏在指標

全国ベースで医師の多寡を統一的・客観的に比較・評価する指標と

して、次の「５要素」を考慮した医師偏在指標を、都道府県別と全国

の二次医療圏別に国が算定し、公表しています。

なお、医師偏在指標は、一定の仮定のもとに、あくまでも相対的な

偏在の状況を表すものであって、医師の絶対的な充足状況を示すもの

ではありません。このため、医師偏在指標を絶対的な基準として取り

扱うことや機械的な運用を行うことのないよう十分に留意する必要が

あります。

また、医師偏在指標の活用に当たっては、地域医療構想の推進や医

師の働き方改革も踏まえた一体的な議論が重要であることから、地域

の実情を十分に考慮する必要があります。

算定方法

【５要素】１ 医療需要（ニーズ）及び人口・人口構成とその変化

２ 患者の流出入等

３ へき地等の地理的条件

４ 医師の性別・年齢分布

５ 医師偏在の種別（区域、診療科、入院／外来）

※１ 標準化医師数 ＝ Σ 性年齢階級別医師数 ×
性年齢階級別平均労働時間

全医師の平均労働時間

地域の期待受療率 ※３

全国の期待受療率
※２ 地域の標準化受療率比 ＝

※３ 地域の期待受療率 ＝
Σ（全国の性年齢階級別調整受療率 ※４ ×地域の性年齢階級別人口）

地域の人口

※４ 全国の性年齢階級別調整受療率 無床診療所医療医師需要度 ※５ ×全国の無床診療所受療率

全国の入院受療率

性年齢階級別調整受療率（流出入反映） ＝ 無床診療所医師需要度×全国の無床診療所受療率

×無床診療所患者流出入調整係数 （※７）＋全国の入院受療率

×入院患者流出入調整係数（※８）

マクロ需給推計における外来医師需要 全国の無床診療所外来患者数 ※６

マクロ需給推計における入院医師需要 全国の入院患者数
※５ 無床診療所医療医師需要度 ＝

初診・再診・在宅医療算定回数 無床診療所

初診・再診・在宅医療算定回数 有床診療所・無床診療所
※６ 全国の無床診療所外来患者数＝全国の外来患者数×

標準化医師数 ※１

地域の人口÷ 万×地域の標準化受療率比（※２）
医師偏在指標 ＝

無床診療所患者数 患者住所地 無床診療所患者流入数 無床診療所患者流出数

無床診療所患者数（患者住所地）
※７ 無床診療所患者流出入調整係数 ＝

入院患者数（患者住所地）＋入院患者流入数―入院患者流出数

入院患者数（患者住所地）
※８ 入院患者流出入調整係数 ＝

 

本県の医師偏在指標

国が令和５（ ）年に示した医師偏在指標では、本県は

（ 都道府県中 位）、二次保健医療圏別では、県北医療圏

（ 二次医療圏中 位）、県西医療圏 （同 位）、宇都宮

医療圏 （同 位）、県東医療圏 （同 位）、県南医療

圏 （同 位）、両毛医療圏 （同 位）となっていま

す。

また、将来時点（令和 年）の医師偏在指標は、本県は上位

推計 、下位推計 、二次保健医療圏別では、県北医療圏は上

位推計 、下位推計 、県西医療圏は上位推計 、下位推

計 、宇都宮医療圏は上位推計 、下位推計 、県東医療

圏は上位推計 、下位推計 、県南医療圏は上位推計 、

下位推計 、両毛医療圏は上位推計 、下位推計 となっ

ています。

３ 医師少数区域・医師多数区域の設定

考え方

医師偏在指標を用いて全国の医療圏を一律に比較することで、県が

医師少数区域及び医師多数区域を設定するとともに、国が医師少数都

道府県及び医師多数都道府県を設定し、これらの区域分類に応じて具

体的な医師確保対策を実施します。

設定方法については、国のガイドラインに基づき、次のとおりとし

ます。

①医師少数区域及び医師少数都道府県

医師偏在指標の下位一定割合 ％ に属する医療圏及び都道府県

②医師多数区域及び医師多数都道府県

医師偏在指標の上位一定割合 ％ に属する医療圏及び都道府県

医師偏在是正の進め方としては、医師確保計画の１計画期間ごと

に、医師少数区域に属する二次医療圏又は医師少数都道府県に属する

都道府県がこれを脱するよう取り組むことを繰り返すことを基本とし

ます。

（医師偏在是正の進め方）

計 画 ～

計画８期前期 ～

計画８期後期 ～

計画９期前期 ～

計画９期後期 ～

 

本県の医師偏在指標

国が令和５（ ）年に示した医師偏在指標では、本県は 
（  都道府県中   位）、二次保健医療圏別では、県北医療圏  
（  二次医療圏中  位）、県西医療圏 （同  位）、宇都宮

医療圏  （同  位）、県東医療圏 （同  位）、県南医療

圏 （同  位）、両毛医療圏 （同  位）となっていま

す。

また、将来（令和  （ ）年）の医師偏在指標は、本県は上位推

計 、下位推計 、二次保健医療圏別では、県北医療圏は上位

推計 、下位推計 、県西医療圏は上位推計 、下位推計 
、宇都宮医療圏は上位推計 、下位推計 、県東医療圏

は上位推計 、下位推計 、県南医療圏は上位推計 、下

位推計  、両毛医療圏は上位推計 、下位推計   となっ

ています。

３ 医師少数区域・医師多数区域の設定

考え方

医師偏在指標を用いて全国の医療圏を一律に比較することで、県が

医師少数区域及び医師多数区域を設定するとともに、国が医師少数都

道府県及び医師多数都道府県を設定し、これらの区域分類に応じて具

体的な医師確保対策を実施します。

設定方法については、国のガイドラインに基づき、次のとおりとし

ます。

①医師少数区域及び医師少数都道府県

医師偏在指標の下位一定割合（ ％）に属する医療圏及び都道府県

②医師多数区域及び医師多数都道府県

医師偏在指標の上位一定割合（ ％）に属する医療圏及び都道府県

医師偏在是正の進め方としては、医師確保計画の１計画期間ごと

に、医師少数区域に属する二次医療圏又は医師少数都道府県に属する

都道府県がこれを脱するよう取り組むことを繰り返すことを基本とし

ます。

（医師偏在是正の進め方）

計 画（ ～ ）

８期前期計画（ ～ ）

８期後期計画（ ～ ）

９期前期計画（ ～ ）

９期後期計画（ ～ ）

本県の医師偏在指標

国が令和５（ ）年に示した医師偏在指標では、本県は 
（  都道府県中   位）、二次保健医療圏別では、県北医療圏  
（  二次医療圏中  位）、県西医療圏 （同  位）、宇都宮

医療圏  （同  位）、県東医療圏 （同  位）、県南医療

圏 （同  位）、両毛医療圏 （同  位）となっていま

す。

また、将来（令和  （ ）年）の医師偏在指標は、本県は上位推

計 、下位推計 、二次保健医療圏別では、県北医療圏は上位

推計 、下位推計 、県西医療圏は上位推計 、下位推計 
、宇都宮医療圏は上位推計 、下位推計 、県東医療圏

は上位推計 、下位推計 、県南医療圏は上位推計 、下

位推計  、両毛医療圏は上位推計 、下位推計   となっ

ています。

３ 医師少数区域・医師多数区域の設定

考え方

医師偏在指標を用いて全国の医療圏を一律に比較することで、県が

医師少数区域及び医師多数区域を設定するとともに、国が医師少数都

道府県及び医師多数都道府県を設定し、これらの区域分類に応じて具

体的な医師確保対策を実施します。

設定方法については、国のガイドラインに基づき、次のとおりとし

ます。

①医師少数区域及び医師少数都道府県

医師偏在指標の下位一定割合（ ％）に属する医療圏及び都道府県

②医師多数区域及び医師多数都道府県

医師偏在指標の上位一定割合（ ％）に属する医療圏及び都道府県

医師偏在是正の進め方としては、医師確保計画の１計画期間ごと

に、医師少数区域に属する二次医療圏又は医師少数都道府県に属する

都道府県がこれを脱するよう取り組むことを繰り返すことを基本とし

ます。

（医師偏在是正の進め方）

計 画（ ～ ）

８期前期計画（ ～ ）

８期後期計画（ ～ ）

９期前期計画（ ～ ）

９期後期計画（ ～ ）
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本県の医師少数区域・医師多数区域の設定

算定された医師偏在指標に基づき、本県の医師少数区域及び医師多

数区域を次のとおり設定します。

医師偏在指標及び医師少数区域、医師多数区域の設定

医療圏等 医師偏在指標 全国順位※ 区分

全国 ― ―

栃木県

県北 医師少数区域

県西 医師少数区域

宇都宮

県東

県南 医師多数区域

両毛 医師少数区域

【厚生労働省提供データ（医師偏在指標、全国順位）】

※ 都道府県、 二次医療圏における順位。括弧内は前期計画時点の順位

医師少数スポット

医師確保計画では、必要に応じて二次医療圏よりも小さい単位の地

域で、局所的に医師が少ない地域を「医師少数スポット」として定

め、医師少数区域と同様に取り扱うことができます。

具体的には、無医地区や島しょ、半島等の医師が少なくかつ医療機

関へのアクセスに大きな制限がある地区が想定されています。

本県においても、 の無医地区と の準無医地区が存在します

が、へき地医療拠点病院による巡回診療の実施や市によるへき地診療

所の設置等により、地域の医療ニーズに一定程度対応しています。

こうしたことを踏まえて、医師少数スポットの設定要件として求め

られる「継続的な医師の確保」や「他の地域の医療機関へのアクセス

制限」について検討した結果、本県では医師少数スポットの設定は行

わないこととします。

 

本県の医師少数区域・医師多数区域の設定

算出された医師偏在指標に基づき、本県の医師少数区域及び医師多

数区域を次のとおり設定します。

医師偏在指標及び医師少数区域、医師多数区域の設定

医療圏等 医師偏在指標 全国順位※ 区分

全国 ― ―

栃木県

県北 医師少数区域

県西 医師少数区域

宇都宮

県東

県南 医師多数区域

両毛 医師少数区域

【厚生労働省提供データ（医師偏在指標、全国順位）】

※ 都道府県、 二次医療圏における順位。括弧内は前期計画開始時点の順位。

医師少数スポット

医師確保計画では、必要に応じて二次医療圏よりも小さい単位の地

域で、局所的に医師が少ない地域を「医師少数スポット」として定

め、医師少数区域と同様に取り扱うことができます。

具体的には、無医地区や島しょ、半島等の医師が少なくかつ医療機

関へのアクセスに大きな制限がある地区が想定されています。

本県においても、 の無医地区と の準無医地区が存在します

が、へき地医療拠点病院による巡回診療の実施や市によるへき地診療

所の設置等により、地域の医療ニーズに一定程度対応しています。

こうしたことを踏まえて、医師少数スポットの設定要件として求め

られる「継続的な医師の確保」や「他の地域の医療機関へのアクセス

制限」について検討した結果、本県では医師少数スポットの設定は行

わないこととします。
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本県の医師少数区域・医師多数区域の設定

算定された医師偏在指標に基づき、本県の医師少数区域及び医師多

数区域を次のとおり設定します。

医師偏在指標及び医師少数区域、医師多数区域の設定

医療圏等 医師偏在指標 全国順位※ 区分

全国 ― ―

栃木県

県北 医師少数区域

県西 医師少数区域

宇都宮

県東

県南 医師多数区域

両毛 医師少数区域

【厚生労働省提供データ（医師偏在指標、全国順位）】

※ 都道府県、 二次医療圏における順位。括弧内は前期計画時点の順位

医師少数スポット

医師確保計画では、必要に応じて二次医療圏よりも小さい単位の地

域で、局所的に医師が少ない地域を「医師少数スポット」として定

め、医師少数区域と同様に取り扱うことができます。

具体的には、無医地区や島しょ、半島等の医師が少なくかつ医療機

関へのアクセスに大きな制限がある地区が想定されています。

本県においても、 の無医地区と の準無医地区が存在します

が、へき地医療拠点病院による巡回診療の実施や市によるへき地診療

所の設置等により、地域の医療ニーズに一定程度対応しています。

こうしたことを踏まえて、医師少数スポットの設定要件として求め

られる「継続的な医師の確保」や「他の地域の医療機関へのアクセス

制限」について検討した結果、本県では医師少数スポットの設定は行

わないこととします。

 

４ 現状の評価

医師数は増加しており、また、医師偏在指標による評価では医師少数

都道府県を脱する等、これまでの様々な取組には一定の効果があったと

言うことができます。

一方で、一部の地域や診療科において依然として十分な医師確保がな

されているとは言えない状況にあることから、保健医療計画や地域医療

構想等を踏まえて、臨床研修医や専攻医の研修の充実や県外からの医師

確保など、より重点化した医師確保に取り組む必要があります。

また、医師の働き方改革や子育て医師等支援、専門医制度及び地域枠

制度の変更等、更に踏み込んだ取組・対応が求められる課題も多くあ

り、関係機関とより一層協働しながら全県を挙げて医師の確保・育成及

び定着に取り組むことが重要です。

 

４ 現状の評価

医師数は増加しており、また、医師偏在指標による評価では医師少数

都道府県を脱する等、これまでの様々な取組には一定の効果があったと

考えられます。

一方で、一部の地域や診療科において依然として十分な医師確保がな

されているとは言えない状況にあることから、保健医療計画や地域医療

構想等を踏まえて、臨床研修医や専攻医の研修の充実や県外からの医師

確保など、より重点的に医師確保に取り組む必要があります。

また、医師の働き方改革や子育て医師等支援、地域枠制度の変更等、

更に踏み込んだ取組・対応が求められる課題も多くあり、関係機関とよ

り一層協働しながら全県を挙げて医師の確保・育成及び定着に取り組む

ことが重要です。

 

４ 現状の評価

医師数は増加しており、また、医師偏在指標による評価では医師少数

都道府県を脱する等、これまでの様々な取組には一定の効果があったと

考えられます。

一方で、一部の地域や診療科において依然として十分な医師確保がな

されているとは言えない状況にあることから、保健医療計画や地域医療

構想等を踏まえて、臨床研修医や専攻医の研修の充実や県外からの医師

確保など、より重点的に医師確保に取り組む必要があります。

また、医師の働き方改革や子育て医師等支援、地域枠制度の変更等、

更に踏み込んだ取組・対応が求められる課題も多くあり、関係機関とよ

り一層協働しながら全県を挙げて医師の確保・育成及び定着に取り組む

ことが重要です。
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第３章 医師確保の考え方

１ 医師確保の方針及び目標医師数の設定

医師確保の方針の基本的な考え方

医師確保の方針についての基本的な考え方は国のガイドラインでは

以下のとおり示されています。

①都道府県

区分 内容

医師少数都道

府県

◯医師の増加を基本方針とする

◯医師多数都道府県からの医師確保ができる

医師少数でも

多数でもない

都道府県

◯都道府県内に医師少数区域が存在する場合、必

要に応じて医師多数都道府県からの医師の確保

ができる

医師多数都道

府県

◯当該都道府県以外からの医師の確保は行わない

◯これまでの既存の施策による医師の確保の速や

かな是正までは求められない

◯県内の医師の充足状況や他の都道府県からの医

師の流入状況等を勘案し、医師少数都道府県へ

の医師派遣についても検討を行う

②二次医療圏

区分 内容

医師少数区域 ◯医師の増加を基本方針とする

◯医師少数区域以外の二次医療圏からの医師の確

保ができる

◯医師多数都道府県内に存在する医師少数区域に

ついては当該都道府県以外からの医師の確保を

行わない

医師少数でも

多数でもない

区域

◯必要に応じて、医師多数区域の水準に至るまで

は、医師多数区域からの医師の確保ができる

医師多数区域 ◯他の二次医療圏からの医師の確保は行わない

◯これまでの既存の施策による医師の確保の速や

かな是正までは求められないが、医師少数区域

へ医師を派遣することが求められる

 

第３章 医師確保の考え方

１ 医師確保の方針及び目標医師数の設定

医師確保の方針の基本的な考え方

医師確保の方針についての基本的な考え方は国のガイドラインでは

次のとおり示されています。

①都道府県

区分 内容

医師少数都道

府県

◯医師の増加を基本方針とする

◯医師多数都道府県からの医師確保ができる

医師少数でも

多数でもない

都道府県

◯都道府県内に医師少数区域が存在する場合、必

要に応じて医師多数都道府県からの医師の確保

ができる

医師多数都道

府県

◯当該都道府県以外からの医師の確保は行わない

◯これまでの既存の施策による医師の確保の速や

かな是正までは求められない

◯県内の医師の充足状況や他の都道府県からの医

師の流入状況等を勘案し、医師少数都道府県へ

の医師派遣についても検討を行う

②二次医療圏

区分 内容

医師少数区域 ◯医師の増加を基本方針とする

◯医師少数区域以外の二次医療圏からの医師の確

保ができる

◯医師多数都道府県内に存在する医師少数区域に

ついては当該都道府県以外からの医師の確保を

行わない

医師少数でも

多数でもない

区域

◯必要に応じて、医師多数区域の水準に至るまで

は、医師多数区域からの医師の確保ができる

医師多数区域 ◯他の二次医療圏からの医師の確保は行わない

◯これまでの既存の施策による医師の確保の速や

かな是正までは求められないが、医師少数区域

へ医師を派遣することが求められる
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第３章 医師確保の考え方

１ 医師確保の方針及び目標医師数の設定

医師確保の方針の基本的な考え方

医師確保の方針についての基本的な考え方は国のガイドラインでは

以下のとおり示されています。

①都道府県

区分 内容

医師少数都道

府県

◯医師の増加を基本方針とする

◯医師多数都道府県からの医師確保ができる

医師少数でも

多数でもない

都道府県

◯都道府県内に医師少数区域が存在する場合、必

要に応じて医師多数都道府県からの医師の確保

ができる

医師多数都道

府県

◯当該都道府県以外からの医師の確保は行わない

◯これまでの既存の施策による医師の確保の速や

かな是正までは求められない

◯県内の医師の充足状況や他の都道府県からの医

師の流入状況等を勘案し、医師少数都道府県へ

の医師派遣についても検討を行う

②二次医療圏

区分 内容

医師少数区域 ◯医師の増加を基本方針とする

◯医師少数区域以外の二次医療圏からの医師の確

保ができる

◯医師多数都道府県内に存在する医師少数区域に

ついては当該都道府県以外からの医師の確保を

行わない

医師少数でも

多数でもない

区域

◯必要に応じて、医師多数区域の水準に至るまで

は、医師多数区域からの医師の確保ができる

医師多数区域 ◯他の二次医療圏からの医師の確保は行わない

◯これまでの既存の施策による医師の確保の速や

かな是正までは求められないが、医師少数区域

へ医師を派遣することが求められる

 

③現在時点と将来時点のそれぞれにおける医師確保の方針

区分 内容

現在時点の

医師不足

短期的な施策により対応を行う

将来時点の

医師不足

短期的な施策と長期的な施策を組み合わせて対応する

短期的な施策の例・・・医師の派遣調整、キャリア形成プログ

ラムの運用

長期的な施策の例・・・大学医学部における地域枠の設定

目標医師数

① 国のガイドラインにおける目標医師数の基本的な考え方

 ３年間の計画期間中に医師少数区域及び医師少数都道府県が計画

期間開始時の下位 ％の基準を脱するために要する具体的な医

師数を「目標医師数」として設定することとされています。

 目標医師数は、計画期間終了時点において、各医療圏で確保して

おくべき医師の総数を表すものであり、当該医療圏の計画終了時

点の医師偏在指標が計画開始時点の下位 ％に相当する医師偏

在指標に達するために必要な医師の総数です。

 医師少数都道府県以外は、目標医師数を既に達成しているものと

して取り扱い、自県の二次医療圏の目標医師数の合計が都道府県

の計画開始時の医師数を上回らない範囲で二次医療圏の目標医師

数を設定します。

 医師少数区域の目標医師数は、計画期間終了時の医師偏在指標の

値が計画期間開始時の全二次医療圏の医師偏在指標について下位

％に相当する医師偏在指標に達するために必要な医師の総数

としますが、計画期間開始時に既に下位 ％に相当する医師偏

在指標に達するために必要な医師数を達成している場合は、目標

医師数は計画開始時の医師数を設定上限数とします。

 医師少数区域以外の二次医療圏における目標医師数は、原則とし

て、計画開始時の医師数を設定上限数とします。

 

③現在時点と将来時点のそれぞれにおける医師確保の方針

区分 内容

現在時点の

医師不足

短期的な施策により対応を行う

将来時点の

医師不足

短期的な施策と長期的な施策を組み合わせて対応する

短期的な施策の例・・・医師の派遣調整、キャリア形成プログ

ラムの運用

長期的な施策の例・・・大学医学部における地域枠の設定

目標医師数

① 国のガイドラインにおける目標医師数の基本的な考え方

 ３年間の計画期間中に医師少数区域及び医師少数都道府県が計画

期間開始時の下位 ％の基準を脱する（すなわち、その基準に

達する）ために要する具体的な医師数を「目標医師数」として設

定することとされています。

 目標医師数は、計画期間終了時点において、各医療圏で確保して

おくべき医師の総数を表すものであり、当該医療圏の計画終了時

点の医師偏在指標が計画開始時点の下位 ％に相当する医師偏

在指標に達するために必要な医師の総数です。

 医師少数都道府県以外は、目標医師数を既に達成しているものと

して取り扱い、自県の二次医療圏の目標医師数の合計が都道府県

の計画開始時の医師数を上回らない範囲で二次医療圏の目標医師

数を設定します。

 医師少数区域の目標医師数は、計画期間終了時の医師偏在指標の

値が計画期間開始時の全二次医療圏の医師偏在指標について下位

％に相当する医師偏在指標に達するために必要な医師の総数

としますが、計画期間開始時に既に下位 ％に相当する医師偏

在指標に達するために必要な医師数を達成している場合は、目標

医師数は計画開始時の医師数を設定上限数とします。

 医師少数区域以外の二次医療圏における目標医師数は、原則とし

て、計画開始時の医師数を設定上限数とします。

 

③現在時点と将来時点のそれぞれにおける医師確保の方針

区分 内容

現在時点の

医師不足

短期的な施策により対応を行う

将来時点の

医師不足

短期的な施策と長期的な施策を組み合わせて対応する

短期的な施策の例・・・医師の派遣調整、キャリア形成プログ

ラムの運用

長期的な施策の例・・・大学医学部における地域枠の設定

目標医師数

① 国のガイドラインにおける目標医師数の基本的な考え方

 ３年間の計画期間中に医師少数区域及び医師少数都道府県が計画

期間開始時の下位 ％の基準を脱するために要する具体的な医

師数を「目標医師数」として設定することとされています。

 目標医師数は、計画期間終了時点において、各医療圏で確保して

おくべき医師の総数を表すものであり、当該医療圏の計画終了時

点の医師偏在指標が計画開始時点の下位 ％に相当する医師偏

在指標に達するために必要な医師の総数です。

 医師少数都道府県以外は、目標医師数を既に達成しているものと

して取り扱い、自県の二次医療圏の目標医師数の合計が都道府県

の計画開始時の医師数を上回らない範囲で二次医療圏の目標医師

数を設定します。

 医師少数区域の目標医師数は、計画期間終了時の医師偏在指標の

値が計画期間開始時の全二次医療圏の医師偏在指標について下位

％に相当する医師偏在指標に達するために必要な医師の総数

としますが、計画期間開始時に既に下位 ％に相当する医師偏

在指標に達するために必要な医師数を達成している場合は、目標

医師数は計画開始時の医師数を設定上限数とします。

 医師少数区域以外の二次医療圏における目標医師数は、原則とし

て、計画開始時の医師数を設定上限数とします。
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②国が示す本県の目標医師数

医療圏等 現在の医師数

標準化医師数

年 ※

計画開始時点の下位

％に相当する医師偏

在指標に達するために必

要な医師数 年)※

目標医師数

年 ※

栃木県 人 人 人

県北 医師少数区域 人 人 人

県西 医師少数区域 人 人 人

宇都宮 人 人 人

県東 人 人 人

県南 医師多数区域 人 人 人

両毛 医師少数区域 人 人 人

【厚生労働省提供データ】

※都道府県と二次医療圏を分けて算出しており、二次保健医療圏の計は県の数値と

一致しない。

 国のガイドラインに基づくと、「現在の医師数（標準化医師

数）」が、県及びすべての二次保健医療圏で、基準となる医師偏

在指標を超えるために必要な医師数を超えているため、「目標医

師数」は「現在の医師数（標準化医師数）」と同じ値を設定する

ことになります。

 しかしながら、一部の地域や診療科において依然として十分な医

師確保なされているとは言えない状況にあることから、引き続

き、医師の確保・育成を推進します。

本県における医師確保の方針及び目標医師数

①栃木県

◯本県の現在時点の医師偏在指標は 全国 位 で、医師少

数都道府県を脱しています。

◯将来の医師偏在指標（上位推計）は となっています。

◯県内の３つの二次保健医療圏が現在時点で医師少数区域に該当し

ており、これらの医療圏が医師少数区域を脱するために、医師多

数都道府県からの医師の確保を含め、様々な施策に取り組み医師

の確保を図ります。

◯目標医師数としては、標準化医師数（ 人）が計画終了時点

年 に必要と見込まれる医師数（ 人）を上回っている

ため、現在の標準化医師数を維持することとします。

②二次保健医療圏

 

②本県の目標医師数

医療圏等 現在の医師数

標準化医師数

年 ※

計画開始時点の下位

％に相当する医師偏

在指標に達するために必

要な医師数 年)※

目標医師数

年 ※

栃木県 人 人 人

県北 医師少数区域 人 人 人

県西 医師少数区域 人 人 人

宇都宮 人 人 人

県東 人 人 人

県南 医師多数区域 人 人 人

両毛 医師少数区域 人 人 人

【厚生労働省提供データ】

※都道府県と二次医療圏を分けて算出しており、二次保健医療圏の計は県の数値と

一致しない。

 国のガイドラインに基づくと、「現在の医師数（標準化医師

数）」が、県及び全ての二次保健医療圏で、基準となる医師偏在

指標を超えるために必要な医師数を超えているため、「目標医師

数」は「現在の医師数（標準化医師数）」と同じ値を設定するこ

とになります。

 しかしながら、一部の地域や診療科において依然として十分な医

師確保なされているとは言えない状況にあることから、引き続

き、医師の確保・育成を推進します。

本県における医師確保の方針及び目標医師数

①栃木県

◯本県の現在時点の医師偏在指標は 全国 位 で、医師少

数都道府県を脱しています。

◯将来の医師偏在指標（上位推計）は となっています。

◯県内の３つの二次保健医療圏が現在時点で医師少数区域に該当し

ており、これらの医療圏が医師少数区域を脱するために、医師多

数都道府県からの医師の確保を含め、様々な施策に取り組み医師

の確保を図ります。

◯目標医師数としては、標準化医師数（ 人）が計画終了時点

年 に必要と見込まれる医師数（ 人）を上回っている

ため、現在の標準化医師数を維持することとします。

②二次保健医療圏

 

②国が示す本県の目標医師数

医療圏等 現在の医師数

標準化医師数

年 ※

計画開始時点の下位

％に相当する医師偏

在指標に達するために必

要な医師数 年)※

目標医師数

年 ※

栃木県 人 人 人

県北 医師少数区域 人 人 人

県西 医師少数区域 人 人 人

宇都宮 人 人 人

県東 人 人 人

県南 医師多数区域 人 人 人

両毛 医師少数区域 人 人 人

【厚生労働省提供データ】

※都道府県と二次医療圏を分けて算出しており、二次保健医療圏の計は県の数値と

一致しない。

 国のガイドラインに基づくと、「現在の医師数（標準化医師

数）」が、県及びすべての二次保健医療圏で、基準となる医師偏

在指標を超えるために必要な医師数を超えているため、「目標医

師数」は「現在の医師数（標準化医師数）」と同じ値を設定する

ことになります。

 しかしながら、一部の地域や診療科において依然として十分な医

師確保なされているとは言えない状況にあることから、引き続

き、医師の確保・育成を推進します。

本県における医師確保の方針及び目標医師数

①栃木県

◯本県の現在時点の医師偏在指標は 全国 位 で、医師少

数都道府県を脱しています。

◯将来の医師偏在指標（上位推計）は となっています。

◯県内の３つの二次保健医療圏が現在時点で医師少数区域に該当し

ており、これらの医療圏が医師少数区域を脱するために、医師多

数都道府県からの医師の確保を含め、様々な施策に取り組み医師

の確保を図ります。

◯目標医師数としては、標準化医師数（ 人）が計画終了時点

年 に必要と見込まれる医師数（ 人）を上回っている

ため、現在の標準化医師数を維持することとします。

②二次保健医療圏

 

②本県の目標医師数

医療圏等 現在の医師数

標準化医師数

年 ※

計画開始時点の下位

％に相当する医師偏

在指標に達するために必

要な医師数 年)※

目標医師数

年 ※

栃木県 人 人 人

県北 医師少数区域 人 人 人

県西 医師少数区域 人 人 人

宇都宮 人 人 人

県東 人 人 人

県南 医師多数区域 人 人 人

両毛 医師少数区域 人 人 人

【厚生労働省提供データ】

※都道府県と二次医療圏を分けて算出しており、二次保健医療圏の計は県の数値と

一致しない。

 国のガイドラインに基づくと、「現在の医師数（標準化医師

数）」が、県及び全ての二次保健医療圏で、基準となる医師偏在

指標を超えるために必要な医師数を超えているため、「目標医師

数」は「現在の医師数（標準化医師数）」と同じ値を設定するこ

とになります。

 しかしながら、一部の地域や診療科において依然として十分な医

師確保なされているとは言えない状況にあることから、引き続

き、医師の確保・育成を推進します。

本県における医師確保の方針及び目標医師数

①栃木県

◯本県の現在時点の医師偏在指標は 全国 位 で、医師少

数都道府県を脱しています。

◯将来の医師偏在指標（上位推計）は となっています。

◯県内の３つの二次保健医療圏が現在時点で医師少数区域に該当し

ており、これらの医療圏が医師少数区域を脱するために、医師多

数都道府県からの医師の確保を含め、様々な施策に取り組み医師

の確保を図ります。

◯目標医師数としては、標準化医師数（ 人）が計画終了時点

年 に必要と見込まれる医師数（ 人）を上回っている

ため、現在の標準化医師数を維持することとします。

②二次保健医療圏
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（県北医療圏）

◯県北医療圏の現在時点の医師偏在指標は （全国

位）で、医師少数区域に該当していることから、医師少数区域を

脱するようまずは短期的な施策により医師の増加を図ることを医

師確保の方針とします。

◯目標医師数としては、標準化医師数（ 人）が計画終了時点

年 に必要と見込まれる医師数（ 人）を上回っている

ため、現在の標準化医師数を維持することとします。

（県西医療圏）

◯県西医療圏の現在時点の医師偏在指標は （全国

位）で、医師少数区域に該当していることから、医師少数区域を

脱するようまずは短期的な施策により医師の増加を図ることを医

師確保の方針とします。

◯目標医師数としては、現在時点の標準化医師数（ 人）が計画

終了時点（ 年）に必要と見込まれる医師数（ 人）を上回

っているため、現在の標準化医師数人を維持することとします。

（宇都宮医療圏）

◯宇都宮医療圏の現在時点の医師偏在指標は （全国

位）で、医師少数区域には該当していませんが、全国値 を

下回り、医師少数区域に近い状況にあります。

◯このため、医療圏内の医療機関の医師不足の状況を見極めなが

ら、必要に応じて短期的な施策により医師の増加を図ることを医

師確保の方針とします。

◯目標医師数としては、現在時点の標準化医師数（ 人）は、

計画終了時点（ 年）に必要と見込まれる医師数（ 人）を

上回っているため、現在の標準化医師数 人を維持すること

とします。

（県東医療圏）

◯県東医療圏の現在時点の医師偏在指標は （全国

位）で医師少数区域には該当していませんが、全国値 を下

回り、医師少数区域に近い状況にあります。

◯このため、医療圏内の医療機関の医師不足の状況を見極めなが

ら、必要に応じて短期的な施策により医師の増加を図ることを医

師確保の方針とします。

◯目標医師数としては、現在時点の標準化医師数（ 人）は、計

画終了時点（ 年）に必要と見込まれる医師数（ 人）を上

 

（県北医療圏）

◯県北医療圏の現在時点の医師偏在指標は （全国

位）で、医師少数区域に該当していることから、医師少数区域を

脱するようまずは短期的な施策により医師の増加を図ることを医

師確保の方針とします。

◯目標医師数としては、標準化医師数（ 人）が計画終了時点

年 に必要と見込まれる医師数（ 人）を上回っている

ため、現在の標準化医師数を維持することとします。

（県西医療圏）

◯県西医療圏の現在時点の医師偏在指標は （全国

位）で、医師少数区域に該当していることから、医師少数区域を

脱するようまずは短期的な施策により医師の増加を図ることを医

師確保の方針とします。

◯目標医師数としては、現在時点の標準化医師数（ 人）が計画

終了時点（ 年）に必要と見込まれる医師数（ 人）を上回

っているため、現在の標準化医師数人を維持することとします。

（宇都宮医療圏）

◯宇都宮医療圏の現在時点の医師偏在指標は （全国

位）で、医師少数区域には該当していませんが、全国値 を

下回っています。

◯このため、医療圏内の医療機関の医師不足の状況を見極めなが

ら、必要に応じて短期的な施策により医師の増加を図ることを医

師確保の方針とします。

◯目標医師数としては、現在時点の標準化医師数（ 人）は、

計画終了時点（ 年）に必要と見込まれる医師数（ 人）を

上回っているため、現在の標準化医師数 人を維持すること

とします。

（県東医療圏）

◯県東医療圏の現在時点の医師偏在指標は （全国

位）で、医師少数区域には該当していませんが、全国値 を

下回っています。

◯このため、医療圏内の医療機関の医師不足の状況を見極めなが

ら、必要に応じて短期的な施策により医師の増加を図ることを医

師確保の方針とします。

◯目標医師数としては、現在時点の標準化医師数（ 人）は、計

画終了時点（ 年）に必要と見込まれる医師数（ 人）を上

 

（県北医療圏）

◯県北医療圏の現在時点の医師偏在指標は （全国

位）で、医師少数区域に該当していることから、医師少数区域を

脱するようまずは短期的な施策により医師の増加を図ることを医

師確保の方針とします。

◯目標医師数としては、標準化医師数（ 人）が計画終了時点

年 に必要と見込まれる医師数（ 人）を上回っている

ため、現在の標準化医師数を維持することとします。

（県西医療圏）

◯県西医療圏の現在時点の医師偏在指標は （全国

位）で、医師少数区域に該当していることから、医師少数区域を

脱するようまずは短期的な施策により医師の増加を図ることを医

師確保の方針とします。

◯目標医師数としては、現在時点の標準化医師数（ 人）が計画

終了時点（ 年）に必要と見込まれる医師数（ 人）を上回

っているため、現在の標準化医師数人を維持することとします。

（宇都宮医療圏）

◯宇都宮医療圏の現在時点の医師偏在指標は （全国

位）で、医師少数区域には該当していませんが、全国値 を

下回っています。

◯このため、医療圏内の医療機関の医師不足の状況を見極めなが

ら、必要に応じて短期的な施策により医師の増加を図ることを医

師確保の方針とします。

◯目標医師数としては、現在時点の標準化医師数（ 人）は、

計画終了時点（ 年）に必要と見込まれる医師数（ 人）を

上回っているため、現在の標準化医師数 人を維持すること

とします。

（県東医療圏）

◯県東医療圏の現在時点の医師偏在指標は （全国

位）で、医師少数区域には該当していませんが、全国値 を

下回っています。

◯このため、医療圏内の医療機関の医師不足の状況を見極めなが

ら、必要に応じて短期的な施策により医師の増加を図ることを医

師確保の方針とします。

◯目標医師数としては、現在時点の標準化医師数（ 人）は、計

画終了時点（ 年）に必要と見込まれる医師数（ 人）を上
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回っているため、現在の標準化医師数 人を維持することとし

ます。

（県南医療圏）

◯県南医療圏の現在時点の医師偏在指標は （全国

位）で、医師多数区域に該当しており、全国値 を上回りま

す。

◯県南医療圏には つの大学病院があることから、高い医師偏在指

標となっていると考えられます。

◯しかしながら、大学病院で提供すべき医療には一定程度の医師数

が必要となるため、各医療機関における状況を見極めた上で、県

内の医師少数区域への医師派遣等の調整を行います。

◯目標医師数としては、現在時点の標準化医師数（ 人）は、

計画終了時点（ 年）に必要と見込まれる医師数（ 人）を

上回っているため、現在の標準化医師数 人を維持すること

とします。

（両毛医療圏）

◯両毛医療圏の現在時点の医師偏在指標は （全国

位）で、医師少数区域に該当していることから、医師少数区域を

脱するようまずは短期的な施策により医師の増加を図ることを医

師確保の方針とします。

◯目標医師数としては、現在時点の標準化医師数（ 人）が計画

終了時点（ 年）に必要と見込まれる医師数（ 人）を上回

っているため、現在の標準化医師数を維持することとします。

標準化医師数の維持について

 標準化医師数は、医療施設従事医師数と医師の性・年齢階級別

平均労働時間調整係数を用いて算出されます。

 女性医師の割合の増加や高齢化の進行により、現状の医師数を

維持するだけでは、標準化医師数は減少します。

 標準化医師数を維持するためには、現状より更に医師を確保す

る必要があります。
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回っているため、現在の標準化医師数 人を維持することとし

ます。

（県南医療圏）

◯県南医療圏の現在時点の医師偏在指標は （全国

位）で、医師多数区域に該当しており、全国値 を上回りま

す。

◯県南医療圏には つの大学病院があることから、高い医師偏在指

標となっていると考えられます。

◯しかしながら、大学病院で提供すべき医療には一定程度の医師数

が必要となるため、各医療機関における状況を見極めた上で、県

内の医師少数区域への医師派遣等の調整を行います。

◯目標医師数としては、現在時点の標準化医師数（ 人）は、

計画終了時点（ 年）に必要と見込まれる医師数（ 人）を

上回っているため、現在の標準化医師数 人を維持すること

とします。

（両毛医療圏）

◯両毛医療圏の現在時点の医師偏在指標は （全国

位）で、医師少数区域に該当していることから、医師少数区域を

脱するようまずは短期的な施策により医師の増加を図ることを医

師確保の方針とします。

◯目標医師数としては、現在時点の標準化医師数（ 人）が計画

終了時点（ 年）に必要と見込まれる医師数（ 人）を上回

っているため、現在の標準化医師数を維持することとします。

標準化医師数の維持について

 標準化医師数は、医療施設従事医師数と医師の性・年齢階級別

平均労働時間調整係数を用いて算出されます。

 女性医師の割合の増加や高齢化の進行により、現状の医師数を

維持するだけでは、標準化医師数は減少します。

 標準化医師数を維持するためには、現状より更に医師を確保す

る必要があります。

 

２ 目標医師数を達成するための施策

都道府県ごとの医師確保対策について、一定程度共通の項目を定める

ことで、施策の効果測定や好事例の共有等を実施していくことが、国の

ガイドラインに示されています。

県では、国のガイドラインを踏まえ、目標医師数を達成するための施

策として次の①～④の項目を定めます。

①医師の派遣調整

②キャリア形成プログラムの策定・運用

③医師の働き方改革を踏まえた医師確保対策と連携した勤務環境

改善支援及び子育て医師等支援

④その他の施策

県内に勤務する医師の増加を図り、併せて地域間及び診療科間の医師

の偏在を是正・緩和するため、とちぎ地域医療支援センターや大学、医

師会、医療機関等が一体となって事業展開することにより、県内に勤務

する医師の確保及び養成、定着を図ります。

目標医師数の達成に向けた具体的施策

① 県養成医師等の派遣調整

【現状】

これまで県養成医師の派遣方針に基づき、医師が不足している地

域等の医療機関に対して、各病院からの要請を踏まえ県養成医師を

派遣してきました。

区 分 説 明

直近の派

遣実績

令和４ 年度 医療機関数 箇所、派遣医師数 人

令和５ 年度 箇所、 人

派遣対象 県養成医師（自治医科大学栃木県枠卒業医師、獨協医科

大学栃木県地域枠卒業医師、栃木県医師修学資金貸与医

師）及び栃木県ドクターバンク登録医師

派遣期間 原則１医療機関２年間

【今後の取組】

（医師派遣大学等協議会等を通じた情報共有）

 医師派遣大学等協議会等を通じて、多くの医師を派遣している大

学等と医師確保に係る現状の課題と対策について情報共有を図

り、栃木県地域医療対策協議会における派遣調整の対象とならな

い医師の派遣についても、県や二次保健医療圏ごとの医師確保の

方針に沿ったものとなるよう促進します。

 

２ 目標医師数を達成するための施策

都道府県ごとの医師確保対策について、一定程度共通の項目を定める

ことで、施策の効果測定や好事例の共有等を実施していくことが、国の

ガイドラインに示されています。

県では、国のガイドラインを踏まえ、目標医師数を達成するための施

策として次の①～④の項目を定めます。

①県養成医師等の派遣調整

②キャリア形成プログラムの策定・運用

③医師の働き方改革を踏まえた医師確保対策と連携した勤務環境

改善支援及び子育て医師等支援

④その他の施策

県内に勤務する医師の増加を図り、併せて地域間及び診療科間の医師

の偏在を是正・緩和するため、とちぎ地域医療支援センターや大学、医

師会、医療機関等が一体となって事業展開することにより、県内に勤務

する医師の確保及び養成、定着を図ります。

目標医師数の達成に向けた具体的施策

① 県養成医師等の派遣調整

【現状】

これまで県養成医師の派遣方針に基づき、医師が不足している地

域等の医療機関に対して、各病院からの要請を踏まえ県養成医師を

派遣してきました。

区 分 説 明

直近の派

遣実績

令和４ 年度 医療機関数 か所、派遣医師数 人

令和５ 年度 医療機関数 か所、派遣医師数 人

派遣対象 県養成医師（自治医科大学栃木県枠卒業医師、獨協医科

大学栃木県地域枠卒業医師、栃木県医師修学資金貸与医

師）及び栃木県ドクターバンク登録医師

派遣期間 原則１医療機関２年間まで

【今後の取組】

（医師派遣大学等協議会等を通じた情報共有）

 医師派遣大学等協議会等を通じて、多くの医師を派遣している大

学等と医師確保に係る現状の課題と対策について情報共有を図

り、栃木県地域医療対策協議会における派遣調整の対象とならな

い医師の派遣についても、県や二次保健医療圏ごとの医師確保の

方針に沿ったものとなるよう促進します。

 

２ 目標医師数を達成するための施策

都道府県ごとの医師確保対策について、一定程度共通の項目を定める

ことで、施策の効果測定や好事例の共有等を実施していくことが、国の

ガイドラインに示されています。

県では、国のガイドラインを踏まえ、目標医師数を達成するための施

策として次の①～④の項目を定めます。

①県養成医師等の派遣調整

②キャリア形成プログラムの策定・運用

③医師の働き方改革を踏まえた医師確保対策と連携した勤務環境

改善支援及び子育て医師等支援

④その他の施策

県内に勤務する医師の増加を図り、併せて地域間及び診療科間の医師

の偏在を是正・緩和するため、とちぎ地域医療支援センターや大学、医

師会、医療機関等が一体となって事業展開することにより、県内に勤務

する医師の確保及び養成、定着を図ります。

目標医師数の達成に向けた具体的施策

① 県養成医師等の派遣調整

【現状】

これまで県養成医師の派遣方針に基づき、医師が不足している地

域等の医療機関に対して、各病院からの要請を踏まえ県養成医師を

派遣してきました。

区 分 説 明

直近の派

遣実績

令和４ 年度 医療機関数 か所、派遣医師数 人

令和５ 年度 医療機関数 か所、派遣医師数 人

派遣対象 県養成医師（自治医科大学栃木県枠卒業医師、獨協医科

大学栃木県地域枠卒業医師、栃木県医師修学資金貸与医

師）及び栃木県ドクターバンク登録医師

派遣期間 原則１医療機関２年間まで

【今後の取組】

（医師派遣大学等協議会等を通じた情報共有）

 医師派遣大学等協議会等を通じて、多くの医師を派遣している大

学等と医師確保に係る現状の課題と対策について情報共有を図

り、栃木県地域医療対策協議会における派遣調整の対象とならな

い医師の派遣についても、県や二次保健医療圏ごとの医師確保の

方針に沿ったものとなるよう促進します。
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 また、医師確保が必要な診療科・医師数等、医師派遣に必要な情

報の把握に努めます。

（派遣先医療機関の選定）

 派遣先医療機関については、栃木県医師修学資金貸与条例及び同

条例施行規則において「県内に所在する公的医療機関、災害拠点

病院及びへき地医療拠点病院等」としていますが、医師多数・少

数区域の別等も考慮した選定に努めます。

 専門研修プログラムを履修中の医師については、キャリア形成プ

ログラムと整合的なものとなるよう派遣先を選択します。

（大学病院等への医師派遣の協力依頼）

 栃木県地域医療対策協議会における県養成医師の派遣のみでは医

師少数区域等において十分な医師の確保ができない場合等には、

多くの医師を派遣している大学病院等の医療機関に対して、栃木

県地域医療対策協議会における医師の派遣調整の対象とならない

医師も医師少数区域等へ派遣するよう協力を求めていきます。

（その他）

・ また、地域の医療ニーズに合わせて、巡回診療による医療の提供

など常勤医の派遣以外の取組による医師の確保を検討します。

・ このほか、栃木県ドクターバンクの周知に努め、公的医療機関等

への派遣可能な医師数の増加に努めます。

② キャリア形成プログラムの策定・運用

【現状】

県養成医師が卒後年数に応じてキャリア形成を図り、義務年限満

了後に本県の地域医療を支える担い手として定着し活躍できるよ

う、県はキャリア形成プログラムを策定し、大学や基幹施設・連携

施設、公的医療機関等及び医師会と連携しながら、県養成医師の育

成を図っています。

 

 また、医師確保が必要な診療科・医師数等、医師派遣に必要な情

報の把握に努めます。

（派遣先医療機関の選定）

 派遣先医療機関については、栃木県医師修学資金等貸与条例及び

同条例施行規則において「県内に所在する公的医療機関、災害拠

点病院及びへき地医療拠点病院等」としていますが、医師多数・

少数区域の別等も考慮した選定に努めます。

 専門研修プログラムを履修中の医師については、キャリア形成プ

ログラムと整合的なものとなるよう派遣先を選定します。

（大学病院等への医師派遣の協力依頼）

 栃木県地域医療対策協議会における県養成医師の派遣のみでは医

師少数区域等において十分な医師の確保ができない場合等には、

多くの医師を派遣している大学病院等の医療機関に対して、栃木

県地域医療対策協議会における医師の派遣調整の対象とならない

医師も医師少数区域等へ派遣するよう協力を求めていきます。

（その他）

・ 地域の医療ニーズに合わせて、巡回診療による医療の提供など常

勤医の派遣以外の取組による医師の確保を検討します。

・ このほか、栃木県ドクターバンクの周知に努め、公的医療機関等

への派遣可能な医師数の増加に努めます。

② キャリア形成プログラムの策定・運用

【現状】

県養成医師が卒後年数に応じてキャリア形成を図り、義務年限満

了後に本県の地域医療を支える担い手として定着し活躍できるよ

う、県はキャリア形成プログラムを策定し、大学や基幹施設・連携

施設、公的医療機関等及び医師会と連携しながら、県養成医師の育

成を図っています。

 

 また、医師確保が必要な診療科・医師数等、医師派遣に必要な情

報の把握に努めます。

（派遣先医療機関の選定）

 派遣先医療機関については、栃木県医師修学資金等貸与条例及び

同条例施行規則において「県内に所在する公的医療機関、災害拠

点病院及びへき地医療拠点病院等」としていますが、医師多数・

少数区域の別等も考慮した選定に努めます。

 専門研修プログラムを履修中の医師については、キャリア形成プ

ログラムと整合的なものとなるよう派遣先を選定します。

（大学病院等への医師派遣の協力依頼）

 栃木県地域医療対策協議会における県養成医師の派遣のみでは医

師少数区域等において十分な医師の確保ができない場合等には、

多くの医師を派遣している大学病院等の医療機関に対して、栃木

県地域医療対策協議会における医師の派遣調整の対象とならない

医師も医師少数区域等へ派遣するよう協力を求めていきます。

（その他）

・ 地域の医療ニーズに合わせて、巡回診療による医療の提供など常

勤医の派遣以外の取組による医師の確保を検討します。

・ このほか、栃木県ドクターバンクの周知に努め、公的医療機関等

への派遣可能な医師数の増加に努めます。

② キャリア形成プログラムの策定・運用

【現状】

県養成医師が卒後年数に応じてキャリア形成を図り、義務年限満

了後に本県の地域医療を支える担い手として定着し活躍できるよ

う、県はキャリア形成プログラムを策定し、大学や基幹施設・連携

施設、公的医療機関等及び医師会と連携しながら、県養成医師の育

成を図っています。
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 栃木県地域医療対策協議会における県養成医師の派遣のみでは医

師少数区域等において十分な医師の確保ができない場合等には、

多くの医師を派遣している大学病院等の医療機関に対して、栃木

県地域医療対策協議会における医師の派遣調整の対象とならない

医師も医師少数区域等へ派遣するよう協力を求めていきます。

（その他）

・ また、地域の医療ニーズに合わせて、巡回診療による医療の提供

など常勤医の派遣以外の取組による医師の確保を検討します。

・ このほか、栃木県ドクターバンクの周知に努め、公的医療機関等

への派遣可能な医師数の増加に努めます。

② キャリア形成プログラムの策定・運用

【現状】

県養成医師が卒後年数に応じてキャリア形成を図り、義務年限満

了後に本県の地域医療を支える担い手として定着し活躍できるよ

う、県はキャリア形成プログラムを策定し、大学や基幹施設・連携

施設、公的医療機関等及び医師会と連携しながら、県養成医師の育

成を図っています。

 

【キャリア形成プログラムの基本プログラム】

卒業後の年数

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年

臨床研修 専門研修プログラム履修 公的医療機関等

へき地診療所を含む

公的医療機関等

へき地診療所を含む
基幹施設＋連携施設

履修プログラムによっては

履修期間４年

原則２年でローテーション

 少子高齢化の進行などによって、必要な医療の内容や需要に変化

がある一方で、県養成医師の診療科選択に際しての志向の変化も

生じており、将来的に地域の医療ニーズに対応することが困難に

なることが懸念されます。

地域枠及び修学資金貸与医師数（単位：人）

（令和５（ ）年４月１日時点）

主要８科※

内科 精神科 病理

外科 脳神経外科 リハビリテーション科

整形外科 泌尿器科 皮膚科

産婦人科 放射線科 臨床検査

麻酔科 眼科 形成外科

小児科 耳鼻咽喉科

救急科

総合診療科

※新専門医制度の開始以前に県が「キャリア形成支援対象診療科」としていた診療科

【今後の取組】

（県養成医師による地域間・診療科間偏在の是正）

 キャリア形成プログラムが、「医師少数区域における医師の確

保」と「医師不足地域に派遣される医師の能力開発・向上の機会

の確保」という効果を十分に発揮するためには、『一定期間、確

実に医師少数区域等に派遣されること』『医師少数区域等におい

ても十分な指導体制が構築されること』が必要であることから、

これらの点を満たすため、専門研修基幹施設や派遣先となる地域

の医療機関等と十分に協議・調整を行います。

 医師少数区域等における勤務等をキャリア形成プログラムに定め

るなどにより、医師の偏在対策に努めます。

 また、地域の実情に合わせて、不足している診療領域等に携わる

医師の重点的な確保・育成を検討します。

 

【キャリア形成プログラムの基本プログラム】

卒業後の年数

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年

臨床研修 専門研修プログラム履修 公的医療機関等

へき地診療所を含む

公的医療機関等

へき地診療所を含む
基幹施設＋連携施設

履修プログラムによっては

履修期間４年

原則２年でローテーション

 少子高齢化の進行などによって、必要な医療の内容や需要に変化

がある一方で、県養成医師の診療科選択に際しての志向の変化に

より、将来的に地域の医療ニーズに対応することが困難になるこ

とが懸念されます。

地域枠及び修学資金貸与医師数（単位：人）

（令和５（ ）年４月１日時点）

主要８科※

内科 精神科 病理診断科

外科 脳神経外科 リハビリテーション科

整形外科 泌尿器科 皮膚科

産婦人科 放射線科 臨床検査科

麻酔科 眼科 形成外科

小児科 耳鼻咽喉科

救急科

総合診療科

※新専門医制度の開始以前に県が「キャリア形成支援対象診療科」としていた診療科

【今後の取組】

（医師のキャリア形成支援）

・ プログラム対象者の地域定着のためには、県内地域医療を支える

高い使命感のもとで、医師の意向に沿ったキャリア形成を進める

ことが重要であるため、次の取組等により、医師の意向に沿った

キャリア形成等につながるよう支援していきます。

－県養成医師と面談を実施し、公的医療機関等への派遣と医師の

キャリア形成が両立できるよう、県養成医師ごとの派遣ローテ

ーションに配慮します。

－キャリア形成プログラムにおける基本プログラムを踏まえつ

つ、診療科別にモデルプログラムを定め、就業先の異なる複数

のコースの設定に努めます。

－県養成医師のキャリア形成を支援するため、キャリアコーディ

ネーター及びキャリアデザイナーを設置します。

 

【キャリア形成プログラムの基本プログラム】

卒業後の年数

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年

臨床研修 専門研修プログラム履修 公的医療機関等

へき地診療所を含む

公的医療機関等

へき地診療所を含む
基幹施設＋連携施設

履修プログラムによっては

履修期間４年

原則２年でローテーション

 少子高齢化の進行などによって、必要な医療の内容や需要に変化

がある一方で、県養成医師の診療科選択に際しての志向の変化に

より、将来的に地域の医療ニーズに対応することが困難になるこ

とが懸念されます。

地域枠及び修学資金貸与医師数（単位：人）

（令和５（ ）年４月１日時点）

主要８科※

内科 精神科 病理診断科

外科 脳神経外科 リハビリテーション科

整形外科 泌尿器科 皮膚科

産婦人科 放射線科 臨床検査科

麻酔科 眼科 形成外科

小児科 耳鼻咽喉科

救急科

総合診療科

※新専門医制度の開始以前に県が「キャリア形成支援対象診療科」としていた診療科

【今後の取組】

（医師のキャリア形成支援）

・ プログラム対象者の地域定着のためには、県内地域医療を支える

高い使命感のもとで、医師の意向に沿ったキャリア形成を進める

ことが重要であるため、次の取組等により、医師の意向に沿った

キャリア形成等につながるよう支援していきます。

－県養成医師と面談を実施し、公的医療機関等への派遣と医師の

キャリア形成が両立できるよう、県養成医師ごとの派遣ローテ

ーションに配慮します。

－キャリア形成プログラムにおける基本プログラムを踏まえつ

つ、診療科別にモデルプログラムを定め、就業先の異なる複数

のコースの設定に努めます。

－県養成医師のキャリア形成を支援するため、キャリアコーディ

ネーター及びキャリアデザイナーを設置します。

県養成医師の地域定着のためには、県内地域医療を支える高い
使命感のもとで、医師本位のキャリア形成を進めることが重要で
あるため、次の取組等により、医師の意向に沿ったキャリア形成
等につながるよう支援していきます。

従事
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－臨床研修修了後の医師が、医師少数区域での一定の勤務経験の

認定を受けることを希望する場合には、当該医師が医師少数区

域等で勤務可能と考えられるプログラムの設定に配慮するとと

もに、本人の希望に応じて、医師少数区域等の環境に早期から

適応可能となるよう努めます。

－県養成医師が 一社 日本専門医機構認定専門医の取得を希望す

る場合は、希望者が基本領域の専門研修プログラムを履修でき

るよう配慮します。

－県養成医師が育児、介護、傷病等の場合は、プログラム履修方

法等について配慮します。

・ 地域医療の維持・確保のためには、専門医の取得などのキャリア

形成に配慮しつつ、今後も大学等と連携しながら効果的な派遣の

あり方を検討していく必要があります。

（プログラムの理解促進等）

・ 修学資金の返還免除要件については、栃木県医師修学資金等貸与

条例第 条において、知事が指定する公的医療機関等における業

務に従事した期間が、修学資金の貸与期間の に相当する期間

に達したとき等と定めており、この期間がキャリア形成プログラ

ムの対象期間となります。修学資金の返済免除とキャリア形成プ

ログラムの履修が密接に結びついていること等の理解促進を図り

ます。

・ 栃木県医師修学資金貸与者等を対象とする地域医療ワークショッ

プの開催やキャリア形成卒前支援プランの提供等により、医学生

段階から地域医療に対する意識の涵養を図り、地域医療に従事す

るキャリアイメージを描く機会の提供を行い、キャリア形成プロ

グラムの理解促進に努めます。

・ キャリア形成プログラムの対象者には、プログラムを満了するよ

う真摯に努力しなければならないことを明示し、プログラム終了

前の離脱の防止に努めます。

（県養成医師による地域間・診療科間偏在の是正）

 キャリア形成プログラムが、「医師少数区域における医師の確

保」と「医師不足地域に派遣される医師の能力開発・向上の機会

の確保」という効果を十分に発揮するためには、『一定期間、確

実に医師少数区域等に派遣されること』『医師少数区域等におい

ても十分な指導体制が構築されること』が必要であることから、

これらの点を満たすため、専門研修基幹施設や派遣先となる医療

機関等と十分に協議・調整を行います。

修

地域
の医療機関等と十分に協議・調整を行います。
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 医師少数区域等における勤務等をキャリア形成プログラムに定め

るなどにより、医師の偏在対策に努めます。

 また、地域の実情に合わせて、不足している診療領域等に携わる

医師の重点的な確保・育成を検討します。

③ 医師の働き方改革を踏まえた医師確保対策と連携した勤務環境改

善支援及び子育て医師等支援

【現状】

 働き方改革関連法の施行により、令和６（ ）年４月以降、医

療機関で患者に対する診療に従事する勤務医（診療従事勤務医）

の時間外労働に上限が設定されます。

 県では、とちぎ医療勤務環境改善支援センターを設置し、医業経

営アドバイザーと医療労務管理アドバイザーが医療機関の希望に

応じて訪問や電話による専門的な支援・相談を無料で行うなど、

勤務環境改善に取り組む医療機関を引き続き支援していきます。

 女性医師就業率は子育て世代において低下が見られており、子育

て世代が希望する形で就業できるような環境を整備していくこと

が重要です。さらに、子育て・介護等の様々な理由で臨床業務を

離れ、再就業に不安を抱える医師を支援する取組も必要です。

【今後の取組】

（医師の働き方改革への支援）

 医師が働きやすい勤務環境が構築されることによって、医師の確

保に直接的な効果をもたらし、地域医療の確保と医師の健康確保

を同時に図ることができると考えられます。県においても医師の

働き方改革の周知徹底を図り、今後の取組を促進していくととも

に、医師の確保を必要とする医療機関等を中心として、助言等を

行うなど積極的に支援していきます。

（医師の負担軽減等への支援）

 医療施設に従事する医師の健康を守り、質の高い医療を提供して

いくためには、勤務環境の改善を進めていく必要があります。県

内医療機関において、医師事務作業補助者の確保やタスクシフト

等の促進により、チーム医療の推進が図られ、医師の負担軽減等

につながるよう勤務環境の整備を支援します。

 また、医師少数区域において勤務する医師の休養や、研修等へ参

加するための交代医師の確保に向けて、県は各医療機関と連携の

下、交代医師が必要となった際の協力を依頼していきます。

（子育て医師等の支援）

応じて訪問や電話による専門的な支援・相談を無料で行うなどして、
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（子育て医師等の支援）

 医療機関等において、医師が仕事と家庭の両立ができる働きやす

い職場環境の整備を行い、子育て医師等の離職を防止し、再就業

を促進することにより、医師の確保を図ることが可能と考えられ

ます。子育て医師に対する支援の必要性等を広く普及させるため

の講演会等開催支援や、子育て医師からの相談に対応する窓口の

設置、院内保育施設に対する運営費の支援等を行うことなどによ

り、働きやすい職場環境の整備を促進します。

 この他、大学や県医師会における女性医師に対する支援の取組と

の連携を図り、関係者の一層の理解促進に努めます。

④ その他の施策

ア 地域医療に関する情報発信及び教育機会の提供・拡充

 医師になることを志し、県内で地域医療に従事する医師を確保

するため、県内中高生を対象とする医療セミナー開催等に対す

る支援を引き続き行うとともに、県養成医師等を対象とする地

域医療ワークショップの充実に努めていきます。

 本県の高校を卒業した医学生や本県に縁のある医師への情報提

供を行い、医学生や医師が、地域医療や県内医療機関に興味を

持つきっかけ作りに努めます。

 医師少数区域等における勤務の促進のため、医師少数区域等に

一定期間勤務し、医師少数区域等における医療の提供のために

必要な業務を行った者を厚生労働大臣が認定する制度が運用さ

れており、医師少数区域での勤務を希望する他県の医師から本

県の医療機関が選ばれるよう、積極的に情報提供を行います。

イ 臨床研修医及び専攻医の確保・育成、医師の定着促進

 国から配分される臨床研修医募集定員枠は段階的に縮小方針の

中で頭打ちとなっており、今後、県の募集定員自体を増やすこ

とが困難な状況にあります。栃木県臨床研修医確保対策委員会

による合同説明会への出展を支援するとともに、臨床研修医を

対象とした研修セミナーの開催等を支援することにより、定員

上限までの研修希望者を確保し、県内医療機関への若手医師の

定着を図ります。

 産科など不足している診療領域において、大学病院等の専門研

修基幹施設と地域の医療機関が広く連携した魅力的な専門研修

プログラムの策定等を支援し、専攻医の更なる確保・育成を図

ります。

- 24  - 



 

（子育て医師等の支援）

 医療機関等において、医師が仕事と家庭の両立ができる働きやす

い職場環境の整備を行い、子育て医師等の離職を防止し、再就業

を促進することにより、医師の確保を図ることが可能と考えられ

ます。子育て医師に対する支援の必要性等を広く普及させるため

の講演会等開催支援や、子育て医師からの相談に対応する窓口の

設置、院内保育施設に対する運営費の支援等を行うことなどによ

り、働きやすい職場環境の整備を促進します。

 この他、大学や県医師会における女性医師に対する支援の取組と

の連携を図り、関係者の一層の理解促進に努めます。

④ その他の施策

ア 地域医療に関する情報発信及び教育機会の提供・拡充

 医師になることを志し、県内で地域医療に従事する医師を確保

するため、県内中高生を対象とする医療セミナー開催等に対す

る支援を引き続き行うとともに、県養成医師等を対象とする地

域医療ワークショップの充実に努めていきます。

 本県の高校を卒業した医学生や本県に縁のある医師への情報提

供を行い、医学生や医師が、地域医療や県内医療機関に興味を

持つきっかけ作りに努めます。

 医師少数区域等における勤務の促進のため、医師少数区域等に

一定期間勤務し、医師少数区域等における医療の提供のために

必要な業務を行った者を厚生労働大臣が認定する制度が運用さ

れており、医師少数区域での勤務を希望する他県の医師から本

県の医療機関が選ばれるよう、積極的に情報提供を行います。

イ 臨床研修医及び専攻医の確保・育成、医師の定着促進

 国から配分される臨床研修医募集定員枠は段階的に縮小方針の

中で頭打ちとなっており、今後、県の募集定員自体を増やすこ

とが困難な状況にあります。栃木県臨床研修医確保対策委員会

による合同説明会への出展を支援するとともに、臨床研修医を
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 一定期間県内医療機関で勤務することを条件として若手医師の

国内外への研修を支援することにより、医師のスキルアップと

県内定着を図ります。

ウ 栃木県地域医療対策協議会ととちぎ地域医療支援センターの緊

密な連携

 医師偏在対策を効果的なものとするためには、栃木県地域医療

対策協議会における協議が適切に行われ、その結果に基づき、

医師の地域偏在解消に取り組むコントロールタワーとしてとち

ぎ地域医療支援センターが役割を果たすことが重要であること

から、両者の緊密な連携を図っていきます。

エ 地域医療介護総合確保基金の活用

 各施策の実施に当たっては、地域医療介護総合確保基金等を活

用します。

オ その他の取組

 医師偏在対策に有用な施策について、他県の事例等の研究を進

めるなどにより、その効果の有用性が認められるものについ

て、必要に応じて事業化を検討します。
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３ 必要医師数を達成するための施策（地域枠等の設定）

必要医師数

必要医師数は、令和 （ ）年時点における全国の医師数が全国

の医師需要に一致する場合の医師偏在指標の値（全国値）を算定し、

医療圏ごとに、医師偏在指標が全国値と等しい値になるために必要な

医師数として国から示されています。

必要医師数と将来時点の医師供給数との差分は、短期施策と、地域

枠等の設定による長期施策によって追加で確保することが求められま

す。

医療圏等 必要医師数 供給推計

（上位）

供給推計

（下位）

差① 差②

栃木県 ▲

県北 ▲ ▲

県西 ▲ ▲

宇都宮 ▲ ▲

県東 ▲ ▲

県南

両毛 ▲ ▲

【厚生労働省提供データ】

県全体では、供給推計 上位 を前提とした場合、必要医師数を

人上回りますが、供給推計 下位 を前提とした場合では 人の不

足が見込まれています。

二次保健医療圏別では、供給推計 上位 及び同 下位 いずれの場合

も県南を除く全ての二次保健医療圏で不足が見込まれています。

本計画では、今後の施策効果が一定程度反映されることを見込み、

供給推計 上位 を前提とすると、その結果、差①（ ）が 年時

点で各二次保健医療圏において追加的に確保すべき医師数となりま

す。

地域枠・地元出身者枠の設置及びその機能

国のガイドラインにおいて、令和 （ ）年時点における必要医

師数と医師供給推計の医師数のギャップのうち、短期的な対策で埋ま

らない必要医師数については長期的な対策が必要であり、具体的には

大学医学部に対する地域枠・地元出身者枠の設置の要請等の施策を定

めることとされています。
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大学医学部における地域枠・地元出身者枠の設置・増員について

は、医療法上、都道府県知事から大学に対して、栃木県地域医療対策

協議会の協議を経た上で、要請できることとされています。

地域枠・地元出身者枠については、下表のような機能を有していま

す。

区分 説 明

地域枠 ○都道府県内の特定の地域における診療義務を課すもので

あり、都道府県内における二次医療圏間の偏在を調整す

る機能

○特定の診療科における診療義務がある場合には、診療科

間の偏在を調整する機能

○臨時定員の増員等と組み合わせた地域枠については、医

師の少ない都道府県において医師を充足させ、都道府県

間の偏在を是正する機能

地元出

身者枠

○特定の地域等での診療義務があるものではないため、都

道府県内における二次医療圏間の偏在調整の機能はな

く、都道府県間の偏在を是正する機能

地域枠の設置又は増員を要請できる場合

○ 都道府県内に将来時点における推計医師数が必要医師数に満たな

い二次医療圏等がある場合で、当該都道府県における二次医療圏ご

との将来時点における医師不足数の合計数を満たすために必要な年

間不足養成数が上限

地元出身者枠の設置又は増員を要請できる場合

○ 都道府県の将来時点における推計医師数が必要医師数に満たない

場合で、当該都道府県における医師不足数分を満たすために必要な

年間不足養成数を上限

 

大学医学部における地域枠・地元出身者枠の設置・増員について

は、医療法上、都道府県知事から大学に対して、栃木県地域医療対策

協議会の協議を経た上で、要請できることとされています。

地域枠・地元出身者枠については、下表のような機能を有していま

す。

区分 説 明

地域枠 ○都道府県内の特定の地域における診療義務を課すもので

あり、都道府県内における二次医療圏間の偏在を調整す

る機能

○特定の診療科における診療義務がある場合には、診療科

間の偏在を調整する機能

○臨時定員の増員等と組み合わせた地域枠については、医

師の少ない都道府県において医師を充足させ、都道府県

間の偏在を是正する機能

地元出

身者枠※

○特定の地域等での診療義務があるものではないため、都

道府県内における二次医療圏間の偏在調整の機能はな

く、都道府県間の偏在を是正する機能

※本県では実施なし

地域枠の設置又は増員を要請できる場合

○ 都道府県内に将来時点における推計医師数が必要医師数に満たな

い二次医療圏等がある場合で、当該都道府県における二次医療圏ご

との将来時点における医師不足数の合計数を満たすために必要な年

間不足養成数が上限

地元出身者枠の設置又は増員を要請できる場合

○ 都道府県の将来時点における推計医師数が必要医師数に満たない

場合で、当該都道府県における医師不足数分を満たすために必要な

年間不足養成数を上限
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本県の将来時点における必要医師数及び推計医師数

医療圏等 必要医師数 供給推計 上位 差

栃木県

県北 ▲

県西 ▲

宇都宮 ▲

県東 ▲

県南

両毛 ▲

▲の合計 ▲

【厚生労働省提供データ】

県全体としては、令和 （ ）年時点の医師供給推計（上位）数

が必要医師数を上回ることが見込まれていますが、二次保健医療圏別

に見ると、県北、県西、宇都宮、県東、両毛において、医師供給推計

（上位）数が必要医師数を下回ることが見込まれています。

令和 （ ）年に必要な医師数の確保に向けて、短期的な施策で

は確保しきれない医師数を地域枠等の長期的な施策により確保するた

め、県としては必要医師数と供給推計（上位）との差を参考とすると

ともに、国の動向を踏まえながら、今後の地域枠設定等について、栃

木県地域医療対策協議会において協議を進めていきます。

また、医学部臨時定員に関する国の検討会等における議論の状況を

踏まえ、大学の恒久定員内に地域枠を設置することについて大学と調

整を行います。

 

本県の将来時点における必要医師数及び推計医師数

医療圏等 必要医師数 供給推計 上位 差

栃木県

県北 ▲

県西 ▲

宇都宮 ▲

県東 ▲

県南

両毛 ▲

▲の合計 ▲

【厚生労働省提供データ】

県全体としては、令和 （ ）年時点の医師供給推計（上位）数

が必要医師数を上回ることが見込まれていますが、二次保健医療圏別

に見ると、県北、県西、宇都宮、県東、両毛において、医師供給推計

（上位）数が必要医師数を下回ることが見込まれています。

令和 （ ）年に必要な医師数の確保に向けて、短期的な施策で

は確保しきれない医師数を地域枠等の長期的な施策により確保するた

め、県としては必要医師数と供給推計（上位）との差を参考とすると

ともに、国の動向を踏まえながら、今後の地域枠設定等について、栃

木県地域医療対策協議会において協議を進めていきます。

また、医学部臨時定員に関する国の検討会等における議論の状況を

踏まえ、大学の恒久定員内に地域枠を設置することについて大学と調

整を行います。
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本県の将来時点における必要医師数及び推計医師数
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栃木県

県北 ▲

県西 ▲

宇都宮 ▲

県東 ▲

県南

両毛 ▲

▲の合計 ▲

【厚生労働省提供データ】
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に見ると、県北、県西、宇都宮、県東、両毛において、医師供給推計

（上位）数が必要医師数を下回ることが見込まれています。

令和 （ ）年に必要な医師数の確保に向けて、短期的な施策で

は確保しきれない医師数を地域枠等の長期的な施策により確保するた

め、県としては必要医師数と供給推計（上位）との差を参考とすると

ともに、国の動向を踏まえながら、今後の地域枠設定等について、栃

木県地域医療対策協議会において協議を進めていきます。

また、医学部臨時定員に関する国の検討会等における議論の状況を

踏まえ、大学の恒久定員内に地域枠を設置することについて大学と調

整を行います。

 

第４章 産科・小児科における医師確保計画

第４ １章 産科における医師確保計画

１ 本県の産科医療を取り巻く状況

本県の周産期医療提供体制

周産期医療圏域図  

芳賀

下都賀
両毛

宇都宮・上都賀

那須・塩谷
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第４ １章 産科における医師確保計画

１ 本県の周産期医療を取り巻く状況

本県の周産期医療提供体制

周産期医療圏域図  
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下都賀
両毛

宇都宮・上都賀

那須・塩谷
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分娩取扱医療機関

（令和６（ ）年１月１日時点）

医療圏 病院総数 一般

診療所

総数うち周産期母子医療センター うち

その他病院総合 地域 総数

栃木県

那須・塩谷

宇都宮・上都賀

芳賀

下都賀

両毛

周産期母子医療センター

（令和５（ ）年４月１日時点）

本県の分娩件数

本県の分娩件数は、 件 令和４（ ）年 で、施設ごとの割

合は、病院が ％、診療所が ％となっています。

分娩件数（令和４（ ）年）

総分娩件数 出生割合 病院 出生割合 診療所 出生割合 その他

栃木県 件 ％ ％ ％

全国 件 ％ ％ ％

【出典：厚生労働省「人口動態調査」】

医療圏 総合周産期母子医療センター 地域周産期母子医療センター

那須・塩谷 － 国際医療福祉大学病院、那須赤

十字病院

宇都宮・上都賀 － 済生会宇都宮病院

芳賀 － 芳賀赤十字病院

下都賀 自治医科大学附属病院、獨協

医科大学病院

－

両毛 － 足利赤十字病院、佐野厚生総合

病院

合計 ２ ６

 

分娩取扱医療機関

（令和６（ ）年１月１日時点）

医療圏 病院総数 一般

診療所

総数うち周産期母子医療センター うち

その他病院総合 地域 総数

栃木県

那須・塩谷

宇都宮・上都賀

芳賀

下都賀

両毛

周産期母子医療センター

（令和６（ ）年４月１日時点）

本県の分娩件数

本県の分娩件数は、 件 令和４（ ）年 で、施設ごとの割

合は、病院が ％、診療所が ％となっています。

分娩件数（令和４（ ）年）

総分娩件数 出生割合 病院 出生割合 診療所 出生割合 その他

栃木県 件 ％ ％ ％

全国 件 ％ ％ ％

【出典：厚生労働省「人口動態調査」】

医療圏 総合周産期母子医療センター 地域周産期医療機関

那須・塩谷 － 国際医療福祉大学病院、那須赤

十字病院

宇都宮・上都賀 － 済生会宇都宮病院

芳賀 － 芳賀赤十字病院

下都賀 自治医科大学附属病院、獨協

医科大学病院

－

両毛 － 足利赤十字病院、佐野厚生総合

病院

合計 ２ ６

 

分娩取扱医療機関

（令和６（ ）年１月１日時点）

医療圏 病院総数 一般

診療所

総数うち周産期母子医療センター うち

その他病院総合 地域 総数

栃木県

那須・塩谷

宇都宮・上都賀

芳賀

下都賀

両毛

周産期母子医療センター

（令和６（ ）年４月１日時点）

本県の分娩件数

本県の分娩件数は、 件 令和４（ ）年 で、施設ごとの割

合は、病院が ％、診療所が ％となっています。

分娩件数（令和４（ ）年）

総分娩件数 出生割合 病院 出生割合 診療所 出生割合 その他

栃木県 件 ％ ％ ％

全国 件 ％ ％ ％

【出典：厚生労働省「人口動態調査」】

医療圏 総合周産期母子医療センター 地域周産期医療機関

那須・塩谷 － 国際医療福祉大学病院、那須赤

十字病院

宇都宮・上都賀 － 済生会宇都宮病院

芳賀 － 芳賀赤十字病院

下都賀 自治医科大学附属病院、獨協

医科大学病院

－

両毛 － 足利赤十字病院、佐野厚生総合

病院

合計 ２ ６
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分娩取扱医療機関

（令和６（ ）年１月１日時点）

医療圏 病院総数 一般

診療所

総数うち周産期母子医療センター うち

その他病院総合 地域 総数

栃木県

那須・塩谷

宇都宮・上都賀

芳賀

下都賀

両毛

周産期母子医療センター

（令和５（ ）年４月１日時点）

本県の分娩件数

本県の分娩件数は、 件 令和４（ ）年 で、施設ごとの割

合は、病院が ％、診療所が ％となっています。

分娩件数（令和４（ ）年）

総分娩件数 出生割合 病院 出生割合 診療所 出生割合 その他

栃木県 件 ％ ％ ％

全国 件 ％ ％ ％

【出典：厚生労働省「人口動態調査」】

医療圏 総合周産期母子医療センター 地域周産期母子医療センター

那須・塩谷 － 国際医療福祉大学病院、那須赤

十字病院

宇都宮・上都賀 － 済生会宇都宮病院

芳賀 － 芳賀赤十字病院

下都賀 自治医科大学附属病院、獨協

医科大学病院

－

両毛 － 足利赤十字病院、佐野厚生総合

病院

合計 ２ ６

 

２ 産科・産婦人科・婦人科医師数

産科・産婦人科・婦人科医師数の推移

本県の産科・産婦人科・婦人科医師数は、令和２（ ）年に

人となっており、近年、減少傾向にあります。

分娩取扱医師数を周産期医療圏別に見ると、下都賀周産期医療圏が

最も多く 人、次いで宇都宮・上都賀周産期医療圏が 人となって

います。

また、年齢階級別では ～ 歳が最も多く、次いで ～ 歳が多

くなっています。

全国及び栃木県の産科・産婦人科・婦人科医師数の推移（単位：人）

【出典：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査（統計）」】

栃木 全国

 

２ 産科・産婦人科・婦人科医師数

産科・産婦人科・婦人科医師数の推移

本県の産科・産婦人科・婦人科医師数は、令和２（ ）年に

人となっており、近年、減少傾向にあります。

分娩取扱医師数を周産期医療圏別に見ると、下都賀周産期医療圏が

最も多く 人、次いで宇都宮・上都賀周産期医療圏が 人となって

います。

また、年齢階級別では ～ 歳が最も多く、次いで ～ 歳が多

くなっています。

全国及び栃木県の産科・産婦人科・婦人科医師数の推移（単位：人）

【出典：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査（統計）」】

栃木 全国
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年齢階級別分娩取扱産科・産婦人科・婦人科医師数 単位：人、％

令和２ 年 月 日時点

医療圏等 ～
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

～ 合計

栃木県

那須・

塩谷

宇都宮・

上都賀

芳賀

下都賀

両毛

全国

【厚生労働省提供データ】
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年齢階級別分娩取扱産科・産婦人科・婦人科医師数 単位：人、％

令和２ 年 月 日時点

医療圏等 ～
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

～ 合計

栃木県

那須・

塩谷

宇都宮・

上都賀

芳賀

下都賀

両毛

全国

【厚生労働省提供データ】

 

３ 分娩取扱い医療施設の状況

分娩件数の将来推移では、 件 平成 （ ）年 から

件 令和８（ ）年推計 へと ％の減少が見込まれていますが、令

和４ 年時点の分娩件数は既に 件となっており、推計を上回

る水準で減少しています。

分娩件数将来推移

医療圏等 年

（年間調整後）

年

（推計）

増減率

（ ）

栃木県 ▲

那須・塩谷 ▲

宇都宮・上都賀 ▲

芳賀 ▲

下都賀 ▲

両毛 ▲

全国 ▲

【厚生労働省提供データ】

現在の年間分娩件数は、宇都宮・上都賀周産期医療圏が最も多く

件で、次いで下都賀周産期医療圏が 件となっています。

年間分娩件数（令和３（ ）年）（単位：件）

医療圏等 病院 一般診療所 総数

栃木県

那須・塩谷

宇都宮・上都賀

芳賀

下都賀

両毛

全国

【厚生労働省提供データ】

 

３ 分娩取扱い医療施設の状況

分娩件数の将来推移では、 件 平成 （ ）年 から

件 令和８（ ）年推計 へと ％の減少が見込まれていますが、令

和４（ ）年時点の分娩件数は既に 件となっており、推計を上

回る水準で減少しています。

分娩件数将来推移

医療圏等 年

（年間調整後）

年

（推計）

増減率

（ ）

栃木県 ▲

那須・塩谷 ▲

宇都宮・上都賀 ▲

芳賀 ▲

下都賀 ▲

両毛 ▲

全国 ▲

【厚生労働省提供データ】

現在の年間分娩件数は、宇都宮・上都賀周産期医療圏が最も多く

件で、次いで下都賀周産期医療圏が 件となっています。

年間分娩件数（令和３（ ）年）（単位：件）

医療圏等 病院 一般診療所 総数

栃木県

那須・塩谷

宇都宮・上都賀

芳賀

下都賀

両毛

全国

【厚生労働省提供データ】

 

３ 分娩取扱い医療施設の状況

分娩件数の将来推移では、 件 平成 （ ）年 から

件 令和８（ ）年推計 へと ％の減少が見込まれていますが、令

和４（ ）年時点の分娩件数は既に 件となっており、推計を上

回る水準で減少しています。

分娩件数将来推移

医療圏等 年

（年間調整後）

年

（推計）

増減率

（ ）

栃木県 ▲

那須・塩谷 ▲

宇都宮・上都賀 ▲

芳賀 ▲

下都賀 ▲

両毛 ▲

全国 ▲

【厚生労働省提供データ】

現在の年間分娩件数は、宇都宮・上都賀周産期医療圏が最も多く

件で、次いで下都賀周産期医療圏が 件となっています。

年間分娩件数（令和３（ ）年）（単位：件）

医療圏等 病院 一般診療所 総数

栃木県

那須・塩谷

宇都宮・上都賀

芳賀

下都賀

両毛

全国

【厚生労働省提供データ】
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施設当たりの年間分娩件数は、地域周産期母子医療センターにおい

て、宇都宮・上都賀周産期医療圏が最も多く  件 施設、次いで那須・

塩谷周産期医療圏で  件 施設となっています。また、総合周産期

母子医療センターは、全国と同水準にあります。

施設当たりの年間分娩件数 令和３（ ）年 （単位：件／施設）

医療圏等 病院総数
うち

その他

病院

一般

診療所

総数うち周産期母子医療センター

総合 地域 総数

栃木県

那須・塩谷

宇都宮・上都賀

芳賀

下都賀

両毛

全国

【厚生労働省提供データ】

分娩取扱い医師 人当たりの年間分娩件数を比較すると、本県は総数

が 件 人で、全国の 件 人より低い状況にあります。

病院と一般診療所を比較すると、県全体では病院における 人当たり

の分娩件数は 件、一般診療所では 件となっており、 倍程度

の開きがありますが、この傾向は全国とほぼ同様です。

宇都宮・上都賀周産期医療圏における地域周産期母子医療センターで

は 人当たり年間分娩件数が と全国値を 倍以上上回る状況とな

っています。

分娩取扱い医師数当たりの年間分娩件数 令和３ 年 単位：件／人

医療圏等 病院総数
うち

その他

病院

一般

診療所

総数うち周産期母子医療センター

総合 地域 総数

栃木県

那須・塩谷

宇都宮・上都賀

芳賀

下都賀

両毛

全国

【厚生労働省提供データ】

 

施設当たりの年間分娩件数は、地域周産期母子医療センターにおい

て、宇都宮・上都賀周産期医療圏が最も多く 件 施設、次いで那須・

塩谷周産期医療圏で 件 施設となっています。また、総合周産期母

子医療センターにおいては、全国と同水準にあります。

施設当たりの年間分娩件数 令和３（ ）年 （単位：件／施設）

医療圏等 病院総数
うち

その他

病院

一般

診療所

総数うち周産期母子医療センター

総合 地域 総数

栃木県

那須・塩谷

宇都宮・上都賀

芳賀

下都賀

両毛

全国

【厚生労働省提供データ】

分娩取扱い医師 人当たりの年間分娩件数を比較すると、本県は総数

が 件 人で、全国の 件 人より低い状況にあります。

病院と一般診療所を比較すると、県全体では病院における 人当たり

の分娩件数は 件、一般診療所では 件となっており、 倍程度

の開きがありますが、この傾向は全国とほぼ同様です。

宇都宮・上都賀周産期医療圏における地域周産期母子医療センターで

は 人当たり年間分娩件数が と全国値を 倍以上上回る状況とな

っています。

分娩取扱い医師数当たりの年間分娩件数 令和３ 年 単位：件／人

医療圏等 病院総数
うち

その他

病院

一般

診療所

総数うち周産期母子医療センター

総合 地域 総数

栃木県

那須・塩谷

宇都宮・上都賀

芳賀

下都賀

両毛

全国

【厚生労働省提供データ】

 

施設当たりの年間分娩件数は、地域周産期母子医療センターにおい

て、宇都宮・上都賀周産期医療圏が最も多く 件 施設、次いで那須・

塩谷周産期医療圏で 件 施設となっています。また、総合周産期母

子医療センターにおいては、全国と同水準にあります。

施設当たりの年間分娩件数 令和３（ ）年 （単位：件／施設）

医療圏等 病院総数
うち

その他

病院

一般

診療所

総数うち周産期母子医療センター

総合 地域 総数

栃木県

那須・塩谷

宇都宮・上都賀

芳賀

下都賀

両毛

全国

【厚生労働省提供データ】

分娩取扱い医師 人当たりの年間分娩件数を比較すると、本県は総数

が 件 人で、全国の 件 人より低い状況にあります。

病院と一般診療所を比較すると、県全体では病院における 人当たり

の分娩件数は 件、一般診療所では 件となっており、 倍程度

の開きがありますが、この傾向は全国とほぼ同様です。

宇都宮・上都賀周産期医療圏における地域周産期母子医療センターで

は 人当たり年間分娩件数が と全国値を 倍以上上回る状況とな

っています。

分娩取扱い医師数当たりの年間分娩件数 令和３ 年 単位：件／人

医療圏等 病院総数
うち

その他

病院

一般

診療所

総数うち周産期母子医療センター

総合 地域 総数

栃木県

那須・塩谷

宇都宮・上都賀

芳賀

下都賀

両毛

全国

【厚生労働省提供データ】
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施設当たりの年間分娩件数は、地域周産期母子医療センターにおい

て、宇都宮・上都賀周産期医療圏が最も多く  件 施設、次いで那須・

塩谷周産期医療圏で  件 施設となっています。また、総合周産期

母子医療センターは、全国と同水準にあります。

施設当たりの年間分娩件数 令和３（ ）年 （単位：件／施設）

医療圏等 病院総数
うち

その他

病院

一般

診療所

総数うち周産期母子医療センター

総合 地域 総数

栃木県

那須・塩谷

宇都宮・上都賀

芳賀

下都賀

両毛

全国

【厚生労働省提供データ】

分娩取扱い医師 人当たりの年間分娩件数を比較すると、本県は総数

が 件 人で、全国の 件 人より低い状況にあります。

病院と一般診療所を比較すると、県全体では病院における 人当たり

の分娩件数は 件、一般診療所では 件となっており、 倍程度

の開きがありますが、この傾向は全国とほぼ同様です。

宇都宮・上都賀周産期医療圏における地域周産期母子医療センターで

は 人当たり年間分娩件数が と全国値を 倍以上上回る状況とな

っています。

分娩取扱い医師数当たりの年間分娩件数 令和３ 年 単位：件／人

医療圏等 病院総数
うち

その他

病院

一般

診療所

総数うち周産期母子医療センター

総合 地域 総数

栃木県

那須・塩谷

宇都宮・上都賀

芳賀

下都賀

両毛

全国

【厚生労働省提供データ】

 

４ 産科における医師偏在指標

分娩取扱医師偏在指標

産科における医師偏在指標は、医師・歯科医師・薬剤師統計におい

て過去２年以内に分娩の取扱いありと回答した医師のうち、日常的に

分娩を取り扱っていると考えられる産婦人科・産科・婦人科を主たる

診療科と回答した医師数を基に国が算定しています。

算定方法

本県の分娩取扱医師偏在指標

国が令和５（ ）年に示した分娩取扱医師偏在指標では、本県は

（ 都道府県中 位）、周産期医療圏別では、那須・塩谷周産

期医療圏 （ 周産期医療圏中 位）、宇都宮・上都賀周産期医

療圏 （同 位）、芳賀周産期医療圏 （同 位）、下都賀周

産期医療圏 （同 位）、両毛周産期医療圏 （同 位）とな

っています。

標準化分娩取扱医師数 ※

分娩件数 ÷ 件
分娩取扱医師偏在指標 ＝

※ 標準化分娩取扱医師数 ＝ Σ 性年齢階級別医師数 ×
性年齢階級別平均労働時間

全医師の平均労働時間
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５ 相対的医師少数区域の設定

考え方

産科においても、都道府県ごと及び周産期医療圏ごとの分娩取扱医

師偏在指標の値を全国で比較し、分娩取扱医師偏在指標が下位一定割

合に該当する周産期医療圏について、県が相対的医師少数区域を設定

するとともに、国が相対的医師少数都道府県を設定します。

産科医師が相対的に少なくない周産期医療圏等においても、産科医

師が不足している可能性があること等から、国のガイドラインによ

り、産科においては医師多数都道府県や医師多数区域は設けないこと

とされています。

相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域を設定するための基

準は、医師全体の医師偏在指標を参考に下位 ％とします。

なお、相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域については、

画一的に医師の確保を図るべき周産期医療圏と考えるのではなく、当

該医療圏内において産科医師が少ないことを踏まえ、周産期医療の提

供体制の整備について特に配慮が必要な周産期医療圏として考えるも

のとされます。

本県の相対的医師少数区域の設定

算定された分娩取扱医師偏在指標をもとに、本県の相対的医師少数

区域を下表のとおり設定します。

分娩取扱医師偏在指標及び相対的医師少数区域の設定

医療圏等 医師偏在指標 全国順位※ 区分

全国 ― ―

栃木県

那須・塩谷

宇都宮・上都賀 相対的医師少数区域

芳賀

下都賀

両毛

【厚生労働省提供データ（医師偏在指標、全国順位）】

※ 都道府県、 周産期医療圏における順位。括弧内は前期計画時点

の産科医師偏在指標における順位。

相相対対的的医医師師少少数数区区域域＝＝周周産産期期医医療療のの提提供供体体制制のの整整備備ににつついいてて特特にに配配慮慮がが必必要要なな医医療療圏圏

 

５ 相対的医師少数区域の設定

考え方

産科においても、都道府県ごと及び周産期医療圏ごとの分娩取扱医

師偏在指標の値を全国で比較し、分娩取扱医師偏在指標が下位一定割

合に該当する周産期医療圏について、県が相対的医師少数区域を設定

するとともに、国が相対的医師少数都道府県を設定します。

産科医師が相対的に少なくない周産期医療圏等においても、産科医

師が不足している可能性があること等から、国のガイドラインによ

り、産科においては医師多数都道府県や医師多数区域は設けないこと

とされています。

相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域を設定するための基

準は、医師全体の医師偏在指標を参考に下位 ％とします。

なお、相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域については、

画一的に医師の確保を図るべき周産期医療圏と考えるのではなく、当

該医療圏内において産科医師が少ないことを踏まえ、周産期医療の提

供体制の整備について特に配慮が必要な周産期医療圏として考えるも

のとされます。

本県の相対的医師少数区域の設定

算出された分娩取扱医師偏在指標をもとに、本県の相対的医師少数

区域を下表のとおり設定します。

分娩取扱医師偏在指標及び相対的医師少数区域の設定

医療圏等 医師偏在指標 全国順位※ 区分

全国 ― ―

栃木県

那須・塩谷

宇都宮・上都賀 相対的医師少数区域

芳賀

下都賀

両毛

【厚生労働省提供データ（医師偏在指標、全国順位）】

※ 都道府県、 周産期医療圏における順位。括弧内は前期計画開始

時点の参加医師偏在指標における順位。

相相対対的的医医師師少少数数区区域域＝＝周周産産期期医医療療のの提提供供体体制制のの整整備備ににつついいてて特特にに配配慮慮がが必必要要なな医医療療圏圏

 

５ 相対的医師少数区域の設定

考え方

産科においても、都道府県ごと及び周産期医療圏ごとの分娩取扱医

師偏在指標の値を全国で比較し、分娩取扱医師偏在指標が下位一定割

合に該当する周産期医療圏について、県が相対的医師少数区域を設定

するとともに、国が相対的医師少数都道府県を設定します。

産科医師が相対的に少なくない周産期医療圏等においても、産科医

師が不足している可能性があること等から、国のガイドラインによ

り、産科においては医師多数都道府県や医師多数区域は設けないこと

とされています。

相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域を設定するための基

準は、医師全体の医師偏在指標を参考に下位 ％とします。

なお、相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域については、

画一的に医師の確保を図るべき周産期医療圏と考えるのではなく、当

該医療圏内において産科医師が少ないことを踏まえ、周産期医療の提

供体制の整備について特に配慮が必要な周産期医療圏として考えるも

のとされます。

本県の相対的医師少数区域の設定

算出された分娩取扱医師偏在指標をもとに、本県の相対的医師少数

区域を下表のとおり設定します。

分娩取扱医師偏在指標及び相対的医師少数区域の設定

医療圏等 医師偏在指標 全国順位※ 区分

全国 ― ―

栃木県

那須・塩谷

宇都宮・上都賀 相対的医師少数区域

芳賀

下都賀

両毛

【厚生労働省提供データ（医師偏在指標、全国順位）】

※ 都道府県、 周産期医療圏における順位。括弧内は前期計画開始

時点の参加医師偏在指標における順位。

相相対対的的医医師師少少数数区区域域＝＝周周産産期期医医療療のの提提供供体体制制のの整整備備ににつついいてて特特にに配配慮慮がが必必要要なな医医療療圏圏

産科
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５ 相対的医師少数区域の設定

考え方

産科においても、都道府県ごと及び周産期医療圏ごとの分娩取扱医

師偏在指標の値を全国で比較し、分娩取扱医師偏在指標が下位一定割

合に該当する周産期医療圏について、県が相対的医師少数区域を設定

するとともに、国が相対的医師少数都道府県を設定します。

産科医師が相対的に少なくない周産期医療圏等においても、産科医

師が不足している可能性があること等から、国のガイドラインによ

り、産科においては医師多数都道府県や医師多数区域は設けないこと

とされています。

相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域を設定するための基

準は、医師全体の医師偏在指標を参考に下位 ％とします。

なお、相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域については、

画一的に医師の確保を図るべき周産期医療圏と考えるのではなく、当

該医療圏内において産科医師が少ないことを踏まえ、周産期医療の提

供体制の整備について特に配慮が必要な周産期医療圏として考えるも

のとされます。

本県の相対的医師少数区域の設定

算定された分娩取扱医師偏在指標をもとに、本県の相対的医師少数

区域を下表のとおり設定します。

分娩取扱医師偏在指標及び相対的医師少数区域の設定

医療圏等 医師偏在指標 全国順位※ 区分

全国 ― ―

栃木県

那須・塩谷

宇都宮・上都賀 相対的医師少数区域

芳賀

下都賀

両毛

【厚生労働省提供データ（医師偏在指標、全国順位）】

※ 都道府県、 周産期医療圏における順位。括弧内は前期計画時点

の産科医師偏在指標における順位。

相相対対的的医医師師少少数数区区域域＝＝周周産産期期医医療療のの提提供供体体制制のの整整備備ににつついいてて特特にに配配慮慮がが必必要要なな医医療療圏圏

 

６ 産科における医師確保の考え方

基本的な考え方

分娩取扱医師偏在指標の値を全国一律に比較した上で相対的医師少

数区域を設定し、医師の偏在の状況を把握します。

さらに、周産期医療圏ごとに、分娩取扱医師偏在指標の大小、将来

推計等を踏まえ、計画期間においてどのように産科における医師偏在

対策に取り組むかについて方針を定めます。

産科における医師確保の方針等については、産科医師が相対的に少

なくない周産期医療圏においても医師が不足している可能性があるこ

とから、相対的医師少数区域に限らず、県全体及び周産期医療圏ごと

に作成します。

産科における医師確保の方針及び目標

① 栃木県

○本県の医師偏在指標は 全国 位 で全国値 をやや下回

っていますが、相対的医師少数都道府県には該当していません。

○県内では、宇都宮・上都賀周産期医療圏が相対的医師少数区域に

該当しており、その他の周産期医療圏においても当該周産期医療

圏における医療提供体制や医師の勤務環境を鑑みれば産科医師が

不足している場合も考えられることから、県全体として必要な医

師の確保を図り、医師偏在指標が全国値以上となることを目標と

します。

○相対的医師少数区域に該当している宇都宮・上都賀周産期医療圏

における医師確保に重点的に取り組むことで、県内全ての周産期

医療圏が相対的医師少数区域を脱することを目指し、周産期医療

圏ごとの医師偏在是正を図ります。

○産科医師確保計画の推進に当たっては、医療提供体制の状況や医

師の働き方改革による影響等を考慮の上、県及び周産期医療圏ご

とに必要な医師の確保を図ります。

② 周産期医療圏

（那須・塩谷周産期医療圏）

○那須・塩谷周産期医療圏の医師偏在指標は （全国 位）

で全国の医師偏在指標 を下回っていますが、相対的医師少数

区域に該当していません。

○本周産期医療圏では、現在の医師偏在指標の維持を医師確保の方

針とし、医療提供体制や医師の勤務環境を鑑みつつ、必要な医師

の確保を図ります。

 

６ 産科における医師確保の考え方

基本的な考え方

分娩取扱医師偏在指標の値を全国一律に比較した上で相対的医師少

数区域を設定し、医師の偏在の状況を把握します。

さらに、周産期医療圏ごとに、分娩取扱医師偏在指標の大小、将来

推計等を踏まえ、計画期間においてどのように産科における医師偏在

対策に取り組むかについて方針を定めます。

産科における医師確保計画については、産科医師が相対的に少なく

ない周産期医療圏においても医師が不足している可能性があることか

ら、相対的医師少数区域に限らず、県全体及び周産期医療圏ごとに作

成します。

産科における医師確保の方針及び目標

① 栃木県

○本県の分娩取扱医師偏在指標は 全国 位 で全国平均

をやや下回っていますが、相対的医師少数都道府県には該当して

いません。

○県内では、宇都宮・上都賀周産期医療圏が相対的医師少数区域に

該当しており、その他の周産期医療圏においても当該周産期医療

圏における医療提供体制や医師の勤務環境を鑑みれば産科医師が

不足している場合も考えられることから、県全体として必要な医

師の確保を図り、分娩取扱医師偏在指標が全国値以上となること

を目標とします。

○相対的医師少数区域に該当している宇都宮・上都賀周産期医療圏

における医師確保に重点的に取り組むことで、県内全ての周産期

医療圏が相対的医師少数区域を脱することを目指し、周産期医療

圏ごとの医師偏在是正を図ります。

○産科医師確保計画の推進に当たっては、医療提供体制の状況や医

師の働き方改革による影響等を考慮の上、県及び周産期医療圏ご

とに必要な医師の確保を図ります。

② 周産期医療圏

（那須・塩谷周産期医療圏）

○那須・塩谷周産期医療圏の分娩取扱医師偏在指標は （全国

位）で全国の分娩取扱医師偏在指標 を下回っていま

すが、相対的医師少数区域に該当していません。

○本周産期医療圏では、現在の分娩取扱医師偏在指標の維持を医師

確保の方針とし、医療提供体制や医師の勤務環境を鑑みつつ、必

要な医師の確保を図ります。

本県の分娩取扱医師偏在指標は 10.3( 全国 22 位 ) で全国値 10.5 を
やや下回っていますが、相対的医師少数都道府県には該当していま
せん。
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（宇都宮・上都賀周産期医療圏）

○宇都宮・上都賀周産期医療圏の分娩取扱医師偏在指標は （全

国 位）で全国の分娩取扱医師偏在指標 を下回ってお

り、相対的医師少数区域に該当しています。

○本周産期医療圏では、相対的医師少数区域を脱することを医師確

保の方針とし、医師確保に係る施策の方向性等を検討の上、必要

な医師の確保に重点的に取り組みます。

（芳賀周産期医療圏）

○芳賀周産期医療圏の分娩取扱医師偏在指標は （全国

位）で全国の分娩取扱医師偏在指標 を上回っており、相対的

医師少数区域に該当していません。

○本周産期医療圏では、現在の分娩取扱医師偏在指標の維持を医師

確保の方針とし、医療提供体制や医師の勤務環境を鑑みつつ、必

要な医師の確保を図ります。

（下都賀周産期医療圏）

◯下都賀周産期医療圏の分娩取扱医師偏在指標は （全国

位）で全国の分娩取扱医師偏在指標 を上回っており、相対的

医師少数区域には該当していません。

○本周産期医療圏には、２つの総合周産期母子医療センターが存在

し、本周産期医療圏外からのハイリスク分娩等の受入が引き続き

見込まれることから、現在の分娩取扱医師偏在指標の維持を医師

確保の方針とし、今後の分娩件数の減少も踏まえつつ、必要な医

師の確保を図ります。

（両毛周産期医療圏）

○両毛周産期医療圏の分娩取扱医師偏在指標は （全国

位）で全国の分娩取扱医師偏在指標 を下回っていますが、相

対的医師少数区域に該当していません。

○本周産期医療圏では、現在の分娩取扱医師偏在指標の維持を医師

確保の方針とし、医療提供体制や医師の勤務環境を鑑みつつ、必

要な医師の確保を図ります。
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（宇都宮・上都賀周産期医療圏）

○宇都宮・上都賀周産期医療圏の分娩取扱医師偏在指標は （全

国 位）で全国の分娩取扱医師偏在指標 を下回ってお

り、相対的医師少数区域に該当しています。

○本周産期医療圏では、相対的医師少数区域を脱することを医師確

保の方針とし、医師確保に係る施策の方向性等を検討の上、必要

な医師の確保に重点的に取り組みます。

（芳賀周産期医療圏）

○芳賀周産期医療圏の分娩取扱医師偏在指標は （全国

位）で全国の分娩取扱医師偏在指標 を上回っており、相対的

医師少数区域に該当していません。

○本周産期医療圏では、現在の分娩取扱医師偏在指標の維持を医師

確保の方針とし、医療提供体制や医師の勤務環境を鑑みつつ、必

要な医師の確保を図ります。

（下都賀周産期医療圏）

◯下都賀周産期医療圏の分娩取扱医師偏在指標は （全国

位）で全国の分娩取扱医師偏在指標 を上回っており、相対的

医師少数区域には該当していません。

○本周産期医療圏には、２つの総合周産期母子医療センターが存在

し、本周産期医療圏外からのハイリスク分娩等の受入が引き続き

見込まれることから、現在の分娩取扱医師偏在指標の維持を医師

確保の方針とし、今後の分娩件数の減少も踏まえつつ、必要な医

師の確保を図ります。

（両毛周産期医療圏）

○両毛周産期医療圏の分娩取扱医師偏在指標は （全国

位）で全国の分娩取扱医師偏在指標 を下回っていますが、相

対的医師少数区域に該当していません。

○本周産期医療圏では、現在の分娩取扱医師偏在指標の維持を医師

確保の方針とし、医療提供体制や医師の勤務環境を鑑みつつ、必

要な医師の確保を図ります。

 

７ 産科医確保に向けた施策

県では、国のガイドラインを踏まえ、次の①～④の施策に取り組みま

す。

①周産期医療の提供体制等の見直しのための施策

②産科における医師の派遣調整

③産科医師の勤務環境を改善するための施策

④産科医師の養成数を増やすための施策

産科医確保に向けた施策

① 周産期医療の提供体制等の見直しのための施策

（集約化・重点化）

 周産期医療の質の維持・向上のため、再編・統合を含む集約化・

重点化について、栃木県周産期医療協議会等の場を活用し、協

議・検討を進めていきます。

 集約化・重点化の検討に当たっては、医師の労働時間短縮等に関

する指針を踏まえた医師の勤務環境の改善にも留意しつつ、関係

者と協力しながら必要な産科医療の維持・確保に努めます。

（医療機関までのアクセスに時間がかかる地域への支援）

 医療機関の集約化・重点化等に伴い、医療機関までのアクセス時

間が増大する住民に対しては、医療情報ネットの活用などによ

り、受診可能な医療機関の案内等適切な周知を行うとともに、そ

の他必要な支援を検討します。

 また、容態の急変等に備え、医療機関間の連携強化を推進しま

す。

② 産科における県養成医師等の派遣調整

 周産期医療の提供体制等の見直しを行いつつ、なお十分な医療提

供がなされない場合には、大学や医師会等と連携し、医師の派遣

調整を行います。

 医師の派遣調整の実施に当たっては、栃木県周産期医療協議会や

栃木県地域医療対策協議会における協議を踏まえ、派遣方針を決

定します。

 医師の派遣に当たっては、当該医療機関の体制や分娩の実績等を

踏まえて、派遣先を重点化します。

③ 産科医師の勤務環境を改善するための施策

 産科医師が研修やリフレッシュ等のために十分な休暇を取ること

ができるよう、代診医の確保等、勤務環境改善等の促進に努めま

す。

 

７ 産科医師確保に向けた施策

県では、国のガイドラインを踏まえ、次の①～④の施策に取り組みま

す。

①周産期医療の提供体制等の見直しのための施策

②産科における県養成医師等の派遣調整

③産科医師の勤務環境を改善するための施策

④産科医師の養成数を増やすための施策

産科医師確保に向けた施策

① 周産期医療の提供体制等の見直しのための施策

（集約化・重点化）

 周産期医療の質の維持・向上のため、再編・統合を含む集約化・

重点化について、地域医療構想調整会議等の場を活用し、協議・

検討を進めていきます。

 集約化・重点化の検討に当たっては、医師の労働時間短縮等に関

する指針を踏まえた医師の勤務環境の改善にも留意しつつ、関係

者と協力しながら必要な周産期医療の維持・確保に努めます。

（医療機関までのアクセスに時間がかかる地域への支援）

 医療機関の集約化・重点化等に伴い、医療機関までのアクセス時

間が増大する住民に対しては、医療情報ネットの活用などによ

り、受診可能な医療機関の案内等適切な周知を行うとともに、そ

の他必要な支援を検討します。

 また、容態の急変等に備え、医療機関間の連携強化を推進しま

す。

② 産科における県養成医師等の派遣調整

 周産期医療の提供体制等の見直しを行いつつ、なお十分な医療提

供がなされない場合には、大学や医師会等と連携し、医師の派遣

調整を行います。

 医師の派遣調整の実施に当たっては、栃木県周産期医療協議会や

栃木県地域医療対策協議会における協議を踏まえ、派遣方針を決

定します。

 医師の派遣に当たっては、当該医療機関の体制や分娩の実績等を

踏まえて、派遣先を重点化します。

③ 産科医師の勤務環境を改善するための施策

 産科医師が研修やリフレッシュ等のために十分な時間を確保する

ことができるよう、代診医の確保等、勤務環境改善等の促進に努

めます。

 

７ 産科医師確保に向けた施策

県では、国のガイドラインを踏まえ、次の①～④の施策に取り組みま

す。

①周産期医療の提供体制等の見直しのための施策

②産科における県養成医師等の派遣調整

③産科医師の勤務環境を改善するための施策

④産科医師の養成数を増やすための施策

産科医師確保に向けた施策

① 周産期医療の提供体制等の見直しのための施策

（集約化・重点化）

 周産期医療の質の維持・向上のため、再編・統合を含む集約化・

重点化について、地域医療構想調整会議等の場を活用し、協議・

検討を進めていきます。

 集約化・重点化の検討に当たっては、医師の労働時間短縮等に関

する指針を踏まえた医師の勤務環境の改善にも留意しつつ、関係

者と協力しながら必要な周産期医療の維持・確保に努めます。

（医療機関までのアクセスに時間がかかる地域への支援）

 医療機関の集約化・重点化等に伴い、医療機関までのアクセス時

間が増大する住民に対しては、医療情報ネットの活用などによ

り、受診可能な医療機関の案内等適切な周知を行うとともに、そ

の他必要な支援を検討します。

 また、容態の急変等に備え、医療機関間の連携強化を推進しま

す。

② 産科における県養成医師等の派遣調整

 周産期医療の提供体制等の見直しを行いつつ、なお十分な医療提

供がなされない場合には、大学や医師会等と連携し、医師の派遣

調整を行います。

 医師の派遣調整の実施に当たっては、栃木県周産期医療協議会や

栃木県地域医療対策協議会における協議を踏まえ、派遣方針を決

定します。

 医師の派遣に当たっては、当該医療機関の体制や分娩の実績等を

踏まえて、派遣先を重点化します。

③ 産科医師の勤務環境を改善するための施策

 産科医師が研修やリフレッシュ等のために十分な時間を確保する

ことができるよう、代診医の確保等、勤務環境改善等の促進に努

めます。

重点化について、栃木県周産期医療協議会等の場を活用し、協議・
検討を進めていきます。
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 産科医師でなくても担うことのできる業務については、タスクシ

ェアやタスクシフトを一層進めていくため、タスクシェアやタス

クシフトを受けることができる医療従事者の確保、医療従事者に

対する研修の充実等に努めます。

 子育て世代の医師への支援として院内保育等を促進するなど、子

育てや介護を行う医師への配慮を検討するよう医療機関に促しま

す。

④ 産科医師の養成数を増やすための施策

（専攻医等の確保）

 産科医師を確保するため、医学生に対する必要な情報提供等を行

うなど、産科を選択する医師の確保に必要な情報発信に努めると

ともに、県内専門研修基幹施設等の指導体制を含む環境整備の支

援に努めます。

（産科医修学資金制度の活用）

 将来公的医療機関等において産科の業務に医師として従事する者

を対象とする県医師修学資金等貸与制度により、産科医の確保を

図ります。

その他

総合・地域周産期母子医療センター、小児専門医療機関、子ども医

療センターは、より高度又は専門的な医療の提供を担っており、これ

らの医療機関が存在する周産期医療圏は、分娩取扱医師偏在指標によ

る医師数よりも実際に必要な医師数が多いことが考えられます。

また、新生児に対する医療については、主に小児科医師が担ってい

ますが、小児医療提供体制の観点だけではなく、周産期医療提供体制

の観点からも機能することが期待されます。

本県では、新生児の円滑な搬送受入のために、総合周産期母子医療

センターと地域周産期母子医療センターの機能分化と一層の連携を促

進し、 の後方病床や療育・療養する環境の整備等を進めていま

す。

こうしたことを踏まえ、産科及び小児科の医師派遣を実施するに当

たっては、各地域周産期母子医療センターや小児専門医療機関、子ど

も医療センターにおける医師の配置状況や勤務環境等を踏まえた検討

を行います。また、新生児医療を担う医師の配置の方向性等について

も、栃木県地域医療対策協議会や栃木県小児医療協議会、栃木県周産

期医療協議会の意見を聴取した上で検討します。

 

 産科医師でなくても担うことのできる業務については、タスクシ

ェアやタスクシフトを一層進めていくため、タスクシェアやタス

クシフトを受けることができる医療従事者の確保、医療従事者に

対する研修の充実等の支援に努めます。

 子育て世代の医師への支援として院内保育等を充実するなど、子

育てや介護を行う医師への配慮を検討するよう医療機関に促しま

す。

④ 産科医師の養成数を増やすための施策

（専攻医等の確保）

 産科医師を確保するため、医学生に対する必要な情報提供等を行

うなど、産科を選択する医師の確保に必要な情報発信に努めると

ともに、県内専門研修基幹施設等の指導体制を含む環境整備の支

援に努めます。

（産科医修学資金制度の活用）

 将来公的医療機関等において産科の業務に医師として従事する者

を対象とする県医師修学資金等貸与制度により、産科医師の確保

を図ります。

その他

総合・地域周産期母子医療センター、小児専門医療機関、子ども医

療センターは、より高度又は専門的な医療の提供を担っており、これ

らの医療機関が存在する周産期医療圏は、分娩取扱医師偏在指標によ

る医師数よりも実際に必要な医師数が多いことが考えられます。

また、新生児に対する医療については、主に小児科医師が担ってい

ますが、小児医療提供体制の観点だけではなく、周産期医療提供体制

の観点からも機能することが期待されます。

本県では、新生児の円滑な搬送受入のために、総合周産期母子医療

センターと地域周産期母子医療センターの機能分化と一層の連携を促

進し、 の後方病床や療育・療養する環境の整備等を進めていま

す。

こうしたことを踏まえ、産科及び小児科の医師派遣を実施するに当

たっては、各地域周産期母子医療センターや小児専門医療機関、子ど

も医療センターにおける医師の配置状況や勤務環境等を踏まえた検討

を行います。また、新生児医療を担う医師の配置の方向性等について

も、栃木県地域医療対策協議会や栃木県小児医療協議会、栃木県周産

期医療協議会の意見を聴取した上で検討します。

 

 産科医師でなくても担うことのできる業務については、タスクシ

ェアやタスクシフトを一層進めていくため、タスクシェアやタス

クシフトを受けることができる医療従事者の確保、医療従事者に

対する研修の充実等の支援に努めます。

 子育て世代の医師への支援として院内保育等を充実するなど、子

育てや介護を行う医師への配慮を検討するよう医療機関に促しま

す。

④ 産科医師の養成数を増やすための施策

（専攻医等の確保）

 産科医師を確保するため、医学生に対する必要な情報提供等を行

うなど、産科を選択する医師の確保に必要な情報発信に努めると

ともに、県内専門研修基幹施設等の指導体制を含む環境整備の支

援に努めます。

（産科医修学資金制度の活用）

 将来公的医療機関等において産科の業務に医師として従事する者

を対象とする県医師修学資金等貸与制度により、産科医師の確保

を図ります。

その他

総合・地域周産期母子医療センター、小児専門医療機関、子ども医

療センターは、より高度又は専門的な医療の提供を担っており、これ

らの医療機関が存在する周産期医療圏は、分娩取扱医師偏在指標によ

る医師数よりも実際に必要な医師数が多いことが考えられます。

また、新生児に対する医療については、主に小児科医師が担ってい

ますが、小児医療提供体制の観点だけではなく、周産期医療提供体制

の観点からも機能することが期待されます。

本県では、新生児の円滑な搬送受入のために、総合周産期母子医療

センターと地域周産期母子医療センターの機能分化と一層の連携を促

進し、 の後方病床や療育・療養する環境の整備等を進めていま

す。

こうしたことを踏まえ、産科及び小児科の医師派遣を実施するに当

たっては、各地域周産期母子医療センターや小児専門医療機関、子ど

も医療センターにおける医師の配置状況や勤務環境等を踏まえた検討

を行います。また、新生児医療を担う医師の配置の方向性等について

も、栃木県地域医療対策協議会や栃木県小児医療協議会、栃木県周産

期医療協議会の意見を聴取した上で検討します。

 

 産科医師でなくても担うことのできる業務については、タスクシ

ェアやタスクシフトを一層進めていくため、タスクシェアやタス

クシフトを受けることができる医療従事者の確保、医療従事者に

対する研修の充実等の支援に努めます。

 子育て世代の医師への支援として院内保育等を充実するなど、子

育てや介護を行う医師への配慮を検討するよう医療機関に促しま

す。

④ 産科医師の養成数を増やすための施策

（専攻医等の確保）

 産科医師を確保するため、医学生に対する必要な情報提供等を行

うなど、産科を選択する医師の確保に必要な情報発信に努めると

ともに、県内専門研修基幹施設等の指導体制を含む環境整備の支

援に努めます。

（産科医修学資金制度の活用）

 将来公的医療機関等において産科の業務に医師として従事する者

を対象とする県医師修学資金等貸与制度により、産科医師の確保

を図ります。

その他

総合・地域周産期母子医療センター、小児専門医療機関、子ども医

療センターは、より高度又は専門的な医療の提供を担っており、これ

らの医療機関が存在する周産期医療圏は、分娩取扱医師偏在指標によ

る医師数よりも実際に必要な医師数が多いことが考えられます。

また、新生児に対する医療については、主に小児科医師が担ってい

ますが、小児医療提供体制の観点だけではなく、周産期医療提供体制

の観点からも機能することが期待されます。

本県では、新生児の円滑な搬送受入のために、総合周産期母子医療

センターと地域周産期母子医療センターの機能分化と一層の連携を促

進し、 の後方病床や療育・療養する環境の整備等を進めていま

す。

こうしたことを踏まえ、産科及び小児科の医師派遣を実施するに当

たっては、各地域周産期母子医療センターや小児専門医療機関、子ど

も医療センターにおける医師の配置状況や勤務環境等を踏まえた検討

を行います。また、新生児医療を担う医師の配置の方向性等について

も、栃木県地域医療対策協議会や栃木県小児医療協議会、栃木県周産

期医療協議会の意見を聴取した上で検討します。

 

 産科医師でなくても担うことのできる業務については、タスクシ

ェアやタスクシフトを一層進めていくため、タスクシェアやタス

クシフトを受けることができる医療従事者の確保、医療従事者に

対する研修の充実等の支援に努めます。

 子育て世代の医師への支援として院内保育等を充実するなど、子

育てや介護を行う医師への配慮を検討するよう医療機関に促しま

す。

④ 産科医師の養成数を増やすための施策

（専攻医等の確保）

 産科医師を確保するため、医学生に対する必要な情報提供等を行

うなど、産科を選択する医師の確保に必要な情報発信に努めると

ともに、県内専門研修基幹施設等の指導体制を含む環境整備の支

援に努めます。

（産科医修学資金制度の活用）

 将来公的医療機関等において産科の業務に医師として従事する者

を対象とする県医師修学資金等貸与制度により、産科医師の確保

を図ります。

その他

総合・地域周産期母子医療センター、小児専門医療機関、子ども医

療センターは、より高度又は専門的な医療の提供を担っており、これ

らの医療機関が存在する周産期医療圏は、分娩取扱医師偏在指標によ

る医師数よりも実際に必要な医師数が多いことが考えられます。

また、新生児に対する医療については、主に小児科医師が担ってい

ますが、小児医療提供体制の観点だけではなく、周産期医療提供体制

の観点からも機能することが期待されます。

本県では、新生児の円滑な搬送受入のために、総合周産期母子医療

センターと地域周産期母子医療センターの機能分化と一層の連携を促

進し、 の後方病床や療育・療養する環境の整備等を進めていま

す。

こうしたことを踏まえ、産科及び小児科の医師派遣を実施するに当

たっては、各地域周産期母子医療センターや小児専門医療機関、子ど

も医療センターにおける医師の配置状況や勤務環境等を踏まえた検討

を行います。また、新生児医療を担う医師の配置の方向性等について

も、栃木県地域医療対策協議会や栃木県小児医療協議会、栃木県周産

期医療協議会の意見を聴取した上で検討します。
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 産科医師でなくても担うことのできる業務については、タスクシ

ェアやタスクシフトを一層進めていくため、タスクシェアやタス

クシフトを受けることができる医療従事者の確保、医療従事者に

対する研修の充実等に努めます。

 子育て世代の医師への支援として院内保育等を促進するなど、子

育てや介護を行う医師への配慮を検討するよう医療機関に促しま

す。

④ 産科医師の養成数を増やすための施策

（専攻医等の確保）

 産科医師を確保するため、医学生に対する必要な情報提供等を行

うなど、産科を選択する医師の確保に必要な情報発信に努めると

ともに、県内専門研修基幹施設等の指導体制を含む環境整備の支

援に努めます。

（産科医修学資金制度の活用）

 将来公的医療機関等において産科の業務に医師として従事する者

を対象とする県医師修学資金等貸与制度により、産科医の確保を

図ります。

その他

総合・地域周産期母子医療センター、小児専門医療機関、子ども医

療センターは、より高度又は専門的な医療の提供を担っており、これ

らの医療機関が存在する周産期医療圏は、分娩取扱医師偏在指標によ

る医師数よりも実際に必要な医師数が多いことが考えられます。

また、新生児に対する医療については、主に小児科医師が担ってい

ますが、小児医療提供体制の観点だけではなく、周産期医療提供体制

の観点からも機能することが期待されます。

本県では、新生児の円滑な搬送受入のために、総合周産期母子医療

センターと地域周産期母子医療センターの機能分化と一層の連携を促

進し、 の後方病床や療育・療養する環境の整備等を進めていま

す。

こうしたことを踏まえ、産科及び小児科の医師派遣を実施するに当

たっては、各地域周産期母子医療センターや小児専門医療機関、子ど

も医療センターにおける医師の配置状況や勤務環境等を踏まえた検討

を行います。また、新生児医療を担う医師の配置の方向性等について

も、栃木県地域医療対策協議会や栃木県小児医療協議会、栃木県周産

期医療協議会の意見を聴取した上で検討します。

 

第４ ２章 小児科における医師確保計画

１ 本県の小児医療を取り巻く状況

本県の小児医療提供体制

一般小児医療機関

令和２ 年 月１日時点

病院 診療所 合計

【出典：厚生労働省「医療施設調査」】

小児医療圏域図  

那須・塩谷・南那須  

宇都宮・日光  

芳賀  

小山

鹿沼・栃木  

両毛  
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１ 本県の小児医療を取り巻く状況

本県の小児医療提供体制

一般小児医療機関

令和２ 年 月１日時点

病院 診療所 合計

【出典：厚生労働省「医療施設調査」】

小児医療圏域図  

那須・塩谷・南那須  

宇都宮・日光  

芳賀  

小山

鹿沼・栃木  

両毛  
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小児専門医療・高度小児専門医療機関

令和６ 年４月１日時点
医療圏 小児専門医療 高度小児専門医療

（とちぎ子ども医療センター）
宇都宮・日光 国立病院機構栃木医療センタ

ー、済生会宇都宮病院、地域
医療機能推進機構うつのみや
病院

－

那須・塩谷・南那須 那須赤十字病院、国際医療福

祉大学病院

－

芳賀 芳賀赤十字病院 －

小山 自治医科大学附属病院

新小山市民病院 －

鹿沼・栃木 獨協医科大学病院

両毛 足利赤十字病院、佐野厚生総

合病院

－

合計 ２

年少人口数の推移

本県の年少人口（０～ 歳）は、令和３（ ）年には約 万

千人でしたが、令和８（ ）年には 万 千人程度となり、 ％

程度減少することが見込まれていますが、これは全国の増減率をやや

下回る水準です。

小児医療圏別では、全ての小児医療圏において年少人口の減少が見

込まれており、特に芳賀小児医療圏が ％の減少と最も大きく、次

いで両毛小児医療圏で ％の減少が見込まれています。

全国及び栃木県の年少人口（ ～ 歳）

医療圏等 年 年 推計 増減率

（ ）

栃木県 人 人 ▲ ％

宇都宮・日光 人 人 ▲ ％

那須・塩谷・南那須 人 人 ▲1 ％

芳賀 人 人 ▲14. ％

小山 人 人 ▲ ％

鹿沼・栃木 人 人 ▲1 ％

両毛 人 人 ▲1 ％

全国 人 人 ▲9.3％

【厚生労働省提供データ】
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小児専門医療・高度小児専門医療機関

令和６ 年４月１日時点
医療圏 小児専門医療 高度小児専門医療

（とちぎ子ども医療センター）
宇都宮・日光 国立病院機構栃木医療センタ

ー、済生会宇都宮病院、地域
医療機能推進機構うつのみや
病院

－

那須・塩谷・南那須 那須赤十字病院、国際医療福

祉大学病院

－

芳賀 芳賀赤十字病院 －

小山 自治医科大学附属病院

新小山市民病院 －

鹿沼・栃木 獨協医科大学病院

両毛 足利赤十字病院、佐野厚生総

合病院

－

合計 ２

年少人口数の推移

本県の年少人口（０～ 歳）は、令和３（ ）年には約 万

千人でしたが、令和８（ ）年には 万 千人程度となり、 ％

程度減少することが見込まれていますが、これは全国の増減率をやや

下回る水準です。

小児医療圏別では、全ての小児医療圏において年少人口の減少が見

込まれており、特に芳賀小児医療圏が ％の減少と最も大きく、次

いで両毛小児医療圏で ％の減少が見込まれています。

全国及び栃木県の年少人口（ ～ 歳）

医療圏等 年 年 推計 増減率

（ ）

栃木県 人 人 ▲ ％

宇都宮・日光 人 人 ▲ ％

那須・塩谷・南那須 人 人 ▲1 ％

芳賀 人 人 ▲14. ％

小山 人 人 ▲ ％

鹿沼・栃木 人 人 ▲1 ％

両毛 人 人 ▲1 ％

全国 人 人 ▲9.3％

【厚生労働省提供データ】

 

２ 小児科医師数

小児科医師数の推移

本県の小児科医師数は、令和２（ ）年には 人となってお

り、近年、増加傾向にあります。

年齢階級別割合で見ると、全国と比べて ～ 代の割合が高くな

っています。

全国及び栃木県の小児科医師数の推移（単位：人）

【出典：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査（統計）」】

栃木県（左軸） 全国（右軸）
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本県の小児科医師数は、令和２（ ）年には 人となってお

り、近年、増加傾向にあります。

年齢階級別割合で見ると、全国と比べて ～ 代の割合が高くなっ

ています。

全国及び栃木県の小児科医師数の推移（単位：人）

【出典：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査（統計）」】

栃木県（左軸） 全国（右軸）

- 42  - - 43  - 



 

年齢階級別小児科医師数（単位：人、％）

令和２ 年 月 日時点

医療圏等 ～
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

～ 合計

栃木県

宇都宮・

日光

那須・塩

谷・南那

須

芳賀

小山

鹿沼・栃

木

両毛

全国

【厚生労働省提供データ】
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年齢階級別小児科医師数（単位：人、％）

令和２ 年 月 日時点

医療圏等 ～
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

～ 合計

栃木県

宇都宮・

日光

那須・塩

谷・南那

須

芳賀

小山

鹿沼・栃

木

両毛

全国

【厚生労働省提供データ】

３ 小児科における医師偏在指標

小児科医師偏在指標

小児科における医師偏在指標は、都道府県ごと、小児医療圏ごとに

算出し、医療需要については、 歳未満の人口を「年少人口」と定義

し、小児医療圏ごとの小児の人口構成の違いを踏まえ、性・年齢階級

別受療率を用いて年少人口を調整したものを用いて国が算定していま

す。

 算定方法

本県の小児科医師偏在指標

国が令和５（ ）年に示した小児科医師偏在指標では、本県は

（ 都道府県中 位）、小児医療圏別では、宇都宮・日光小児

医療圏 （ 小児医療圏中 位）、那須・塩谷・南那須小児医

療圏 （同 位）、芳賀小児医療圏 （同 位）、小山小

児医療圏 （同 位）、鹿沼・栃木小児医療圏 （同

位）、両毛小児医療圏 （同 位）となっています。
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４ 相対的医師少数区域の設定

考え方

小児科においても、都道府県ごと及び小児医療圏ごとの医師偏在指

標の値を全国で比較し、小児科医師偏在指標が下位一定割合に該当す

る小児医療圏について、県が相対的医師少数区域を設定するととも

に、国が相対的医師少数都道府県を設定します。

小児科医師が相対的に少なくない小児医療圏等においても、小児科

医師が不足している可能性があること等から、国のガイドラインによ

り、小児科においても医師多数都道府県や医師多数区域は設けないこ

ととされています。

相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域を設定するための基

準は、医師全体の医師偏在指標を参考に下位 ％とします。

なお、相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域については、

画一的に医師の確保を図るべき小児医療圏と考えるのではなく、小児

医療の提供体制の整備について特に配慮が必要な小児医療圏として考

えるものとされています。

本県の相対的医師少数区域の設定

算定された小児科医師偏在指標をもとに、本県の相対的医師少数区

域を下表のとおり設定します。

小児科医師偏在指標及び相対的医師少数区域の設定

医療圏等 医師偏在指標 全国順位※ 区分

全国 ― ―

栃木県

宇都宮・日光 相対的医師少数区域

那須・塩谷・南那須

芳賀

小山

鹿沼・栃木

両毛

【厚生労働省提供データ（医師偏在指標、全国順位）】

※ 都道府県、 小児医療圏における順位。括弧内は前期計画時点の

順位

相相対対的的医医師師少少数数区区域域＝＝小小児児医医療療のの提提供供体体制制のの整整備備ににつついいてて特特にに配配慮慮がが必必要要なな医医療療圏圏

 

４ 相対的医師少数区域の設定

考え方

小児科においても、都道府県ごと及び小児医療圏ごとの医師偏在指

標の値を全国で比較し、小児科医師偏在指標が下位一定割合に該当す

る小児医療圏について、県が相対的医師少数区域を設定するととも

に、国が相対的医師少数都道府県を設定します。

小児科医師が相対的に少なくない小児医療圏等においても、小児科

医師が不足している可能性があること等から、国のガイドラインによ

り、小児科においても医師多数都道府県や医師多数区域は設けないこ

ととされています。

相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域を設定するための基

準は、医師全体の医師偏在指標を参考に下位 ％とします。

なお、相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域については、

画一的に医師の確保を図るべき小児医療圏と考えるのではなく、小児

医療の提供体制の整備について特に配慮が必要な小児医療圏として考

えるものとされています。

本県の相対的医師少数区域の設定

算出された小児科医師偏在指標をもとに、本県の相対的医師少数区

域を下表のとおり設定します。

小児科医師偏在指標及び相対的医師少数区域の設定

医療圏等 医師偏在指標 全国順位※ 区分

全国 ― ―

栃木県

宇都宮・日光 相対的医師少数区域

那須・塩谷・南那須

芳賀

小山

鹿沼・栃木

両毛

【厚生労働省提供データ（医師偏在指標、全国順位）】

※ 都道府県、 小児医療圏における順位。括弧内は前期計画開始時

点の順位。

相相対対的的医医師師少少数数区区域域＝＝小小児児医医療療のの提提供供体体制制のの整整備備ににつついいてて特特にに配配慮慮がが必必要要なな医医療療圏圏

 

４ 相対的医師少数区域の設定

考え方

小児科においても、都道府県ごと及び小児医療圏ごとの医師偏在指

標の値を全国で比較し、小児科医師偏在指標が下位一定割合に該当す

る小児医療圏について、県が相対的医師少数区域を設定するととも

に、国が相対的医師少数都道府県を設定します。

小児科医師が相対的に少なくない小児医療圏等においても、小児科

医師が不足している可能性があること等から、国のガイドラインによ

り、小児科においても医師多数都道府県や医師多数区域は設けないこ

ととされています。

相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域を設定するための基

準は、医師全体の医師偏在指標を参考に下位 ％とします。

なお、相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域については、

画一的に医師の確保を図るべき小児医療圏と考えるのではなく、小児

医療の提供体制の整備について特に配慮が必要な小児医療圏として考

えるものとされています。

本県の相対的医師少数区域の設定

算出された小児科医師偏在指標をもとに、本県の相対的医師少数区

域を下表のとおり設定します。

小児科医師偏在指標及び相対的医師少数区域の設定

医療圏等 医師偏在指標 全国順位※ 区分

全国 ― ―

栃木県

宇都宮・日光 相対的医師少数区域

那須・塩谷・南那須

芳賀

小山

鹿沼・栃木

両毛

【厚生労働省提供データ（医師偏在指標、全国順位）】

※ 都道府県、 小児医療圏における順位。括弧内は前期計画開始時

点の順位。

相相対対的的医医師師少少数数区区域域＝＝小小児児医医療療のの提提供供体体制制のの整整備備ににつついいてて特特にに配配慮慮がが必必要要なな医医療療圏圏
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５ 小児科における医師確保の考え方

基本的な考え方

小児科の医師偏在指標の値を全国一律に比較した上で相対的医師少

数区域を設定し、医師の偏在の状況を把握します。

さらに、小児医療圏ごとに、小児科における医師偏在指標の大小、

将来推計等を踏まえ計画期間においてどのように小児科における医師

偏在対策に取り組むかについて方針を定めます。

小児科における医師確保の方針等については、小児科医師が相対的

に少なくない小児医療圏においても医師が不足している可能性がある

ことから、相対的医師少数区域に限らず県全体及び小児医療圏ごとに

作成します。

小児科における医師確保の方針及び目標

① 栃木県

○本県の医師偏在指標は 全国 位 で相対的医師少数都道府

県には該当していませんが、全国値 を下回っています。

○県内では宇都宮・日光小児医療圏が相対的医師少数区域に該当し

ており、その他の小児医療圏においても当該小児医療圏における

医療提供体制や医師の勤務環境を鑑みれば小児科医師が不足して

いる場合も考えられることから、県全体として必要な医師の確保

を図り、医師偏在指標が全国値以上となることを目標とします。

○相対的医師少数区域に該当している宇都宮・日光小児医療圏にお

ける医師確保に重点的に取り組むことで、県内全ての小児医療圏

が相対的医師少数区域を脱することを目指し、小児医療圏ごとの

医師偏在是正を図ります。

○小児科医師確保計画の推進に当たっては、小児科医師の勤務環境

の改善や医師の働き方改革による影響等を考慮の上、県及び小児

医療圏ごとに必要な医師の確保を図ります。

② 小児医療圏

（宇都宮・日光小児医療圏）

○宇都宮・日光小児医療圏の医師偏在指標は （全国 位）

で、相対的医師少数区域に該当していることから、相対的医師少

数区域を脱することを医師確保の方針とし、当該小児医療圏にお

ける医師確保に係る施策の方向性等を検討の上、必要な医師の確

保に重点的に取り組みます。

 

５ 小児科における医師確保の考え方

基本的な考え方

小児科の医師偏在指標の値を全国一律に比較した上で相対的医師少

数区域を設定し、医師の偏在の状況を把握します。

さらに、小児医療圏ごとに、小児科における医師偏在指標の大小、

将来推計等を踏まえ計画期間においてどのように小児科における医師

偏在対策に取り組むかについて方針を定めます。

小児科における医師確保計画については、小児科医師が相対的に少

なくない小児医療圏においても医師が不足している可能性があること

から、相対的医師少数区域に限らず県全体及び小児医療圏ごとに作成

します。

小児科における医師確保の方針及び目標

① 栃木県

○本県の小児科医師偏在指標は 全国 位 で相対的医師少数

都道府県には該当していませんが、全国値 を下回っていま

す。

○県内では宇都宮・日光小児医療圏が相対的医師少数区域に該当し

ており、その他の小児医療圏においても当該小児医療圏における

医療提供体制や医師の勤務環境を鑑みれば小児科医師が不足して

いる場合も考えられることから、県全体として必要な医師の確保

を図り、小児科医師偏在指標が全国値以上となることを目標とし

ます。

○相対的医師少数区域に該当している宇都宮・日光小児医療圏にお

ける医師確保に重点的に取り組むことで、県内全ての小児医療圏

が相対的医師少数区域を脱することを目指し、小児医療圏ごとの

医師偏在是正を図ります。

○小児科医師確保計画の推進に当たっては、小児科医師の勤務環境

の改善や医師の働き方改革による影響等を考慮の上、県及び小児

医療圏ごとに必要な医師の確保を図ります。

② 小児医療圏

（宇都宮・日光小児医療圏）

○宇都宮・日光小児医療圏の小児科医師偏在指標は （全国

位）で、相対的医師少数区域に該当していることから、相

対的医師少数区域を脱することを医師確保の方針とし、本小児医

療圏における医師確保に係る施策の方向性等を検討の上、必要な

医師の確保に重点的に取り組みます。
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（那須・塩谷・南那須小児医療圏）

○那須・塩谷・南那須小児医療圏の小児科医師偏在指標は （全

国 位）で、全国値を下回るものの相対的医師少数区域を

脱していることから、現在の小児科医師偏在指標の維持を医師確

保の方針とし、本小児医療圏における医療提供体制や医師の勤務

環境を鑑みつつ、必要な医師の確保を図ります。

（芳賀小児医療圏）

○芳賀小児医療圏の小児科医師偏在指標は （全国 位）

で、全国値を下回るものの相対的医師少数区域を脱していること

から、現在の小児科医師偏在指標の維持を医師確保の方針とし、

本小児医療圏における医療提供体制や医師の勤務環境を鑑みつ

つ、必要な医師の確保を図ります。

（小山小児医療圏）

○小山小児医療圏の小児科医師偏在指標は （全国 位）

で、相対的医師少数区域には該当しておらず、全国値と比較して

も高い水準にあります。

○本小児医療圏内に所在する自治医科大学にとちぎ子ども医療セン

ター 床 を設置しており、医療圏外からの流入が引き続き見

込まれるため、県内の相対的医師少数区域への協力等も視野に入

れながら、現在の小児科医師偏在指標の維持を医師確保の方針と

し、本小児医療圏における医療提供体制や医師の勤務環境を鑑み

つつ、必要な医師の確保を図ります。

（鹿沼・栃木小児医療圏）

○鹿沼・栃木小児医療圏の小児科医師偏在指標は （全国

位）で、相対的医師少数区域には該当しておらず、全国値と比較

しても高い水準にあります。

○本小児医療圏内に所在する獨協医科大学にとちぎ子ども医療セン

ター 床 を設置しており、小児医療圏外からの流入が引き続き

見込まれるため、県内の相対的医師少数区域への協力等も視野に

入れながら、現在の小児科医師偏在指標の維持を医師確保の方針

とし、本小児医療圏における医療提供体制や医師の勤務環境を鑑

みつつ、必要な医師の確保を図ります。
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（両毛小児医療圏）

○両毛小児医療圏の小児科医師偏在指標は （全国 位）

で、相対的医師少数区域には該当しておらず、全国値と比較して

も高い水準にあることから、現在の小児科医師偏在指標の維持を

医師確保の方針とし、本小児医療圏における医療提供体制や医師

の勤務環境を鑑みつつ、必要な医師の確保を図ります。
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６ 小児科医師確保に向けた施策

県では、国のガイドラインを踏まえ、次の①～④の施策に取り組みま

す。

①小児医療の提供体制等の見直しのための施策

②小児科における県養成医師等の派遣調整

③小児科医師の勤務環境を改善するための施策

④小児科医師の養成数を増やすための施策

小児科医師確保に向けた施策

① 小児医療の提供体制等の見直しのための施策

（集約化・重点化）

 小児医療の提供体制を効率化するための再編・統合を含む集約

化・重点化について、必要に応じて、地域医療構想調整会議等の

場を活用した協議・検討を進めます。

 集約化・重点化の検討に当たっては、医師の労働時間短縮等に関

する指針を踏まえた医師の勤務環境の改善にも留意しつつ、関係

者と協力しながら必要な小児医療の維持・確保に努めます。

（医療機関までのアクセスに時間がかかる地域への支援）

 医療機関の集約化・重点化等に伴い、医療機関までのアクセス時

間が増大する住民に対しては、医療情報ネットの活用などによ

り、受診可能な医療機関の案内等適切な周知を行うとともに、そ

の他必要な支援を検討します。

 また、容態の急変等に備え、医療機関間の連携強化を推進しま

す。

② 小児科における医師の派遣調整

 小児医療の提供体制等の見直しのための施策を行いつつ、なお十

分な医療提供がなされない場合には、大学や医師会等と連携し、

医師の派遣調整を行います。

 医師の派遣調整の実施に当たっては、栃木県小児医療協議会や栃

木県地域医療対策協議会における協議を踏まえ、派遣方針を決定

します。

 医師の派遣に当たっては、当該医療機関に求められる医療機能や

医療圏における年少人口等を踏まえて、派遣先を重点化します。

③ 小児科医師の勤務環境を改善するための施策

 小児科医師が研修やリフレッシュ等のために十分な時間を確保す

ることができるよう、代診医の確保や勤務環境改善等の促進に努

めます。

栃木県小児医療協議会

小児科における県養成医師等の派遣調整
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 小児科医師でなくても担うことのできる業務については、タスク

シェアやタスクシフトを一層進めていくため、タスクシェアやタ

スクシフトを受けることができる医療従事者の確保、医療従事者

に対する研修の充実等の支援に努めます。

 子育て世代の医師への支援として院内保育等を充実するなど、子

育てや介護を行う医師への配慮を検討するよう医療機関に促しま

す。

 小児救急電話相談事業の相談時間を延長し、小児救急患者が事前

相談できる体制を整備することで、小児科医師の負担軽減を図り

ます。

④ 小児科医師の養成数を増やすための施策

（専攻医等の確保）

 小児科医師を確保するため、医学生に対する必要な情報提供等を

行うなど、小児科を選択する医師の確保に必要な情報発信に努め

るとともに、県内専門研修基幹施設等の指導体制を含む環境整備

の支援に努めます。

（小児科医修学資金制度の活用）

 将来公的医療機関等において小児科の業務に医師として従事する

者を対象とする医師修学資金貸与制度により、小児科医師の確保

を図ります。

その他

総合・地域周産期母子医療センター、小児専門医療機関、子ども医

療センターは、より高度又は専門的な医療の提供を担っており、これ

らの医療機関が存在する医療圏は、小児科における医師偏在指標によ

る医師数よりも実際に必要な医師数が多いことが考えられます。

また、新生児に対する医療については、主に小児科医師が担ってい

ますが、小児医療提供体制の観点だけではなく、周産期医療提供体制

の観点からも機能することが期待されます。

本県では新生児の円滑な搬送受入のために、総合周産期母子医療セ

ンターと地域周産期母子医療センターの機能分化と一層の連携を促進

し、 の後方病床や療育・療養する環境の整備等を進めています。

こうしたことを踏まえ、産科及び小児科の医師派遣を実施するに当

たっては、各地域周産期母子医療センターや小児専門医療機関、子ど

も医療センターにおける医師の配置状況や勤務環境等を踏まえた検討

を行います。また、新生児医療を担う医師の配置の方向性等について

も、栃木県地域医療対策協議会や栃木県小児医療協議会、栃木県周産

期医療協議会の意見を聴取した上で検討します。

者を対象とする県医師修学資金等貸与制度により、小児科医師の確保
を図ります。
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第５章 計画の推進

１ 医師確保計画の効果の測定・評価

医師確保計画の効果測定の結果及び評価については、栃木県地域医療

対策協議会において協議を行い、令和 （ ）年における必要医師数

の確保に向けて、必要に応じて目標の見直し等を図りながら、次期医師

確保計画の策定に反映させるとともに、評価結果を次期医師確保計画に

記載します。

医師確保計画の効果については、計画終了時点で活用可能な最新デー

タにより測定・評価を行います。

医師確保計画の効果の測定結果を踏まえ、二次保健医療圏ごとに医師

確保の状況等についての課題を抽出した上で、他の都道府県の取組等を

参考にしながら適切な対策を行います。

医師少数区域等における医師の確保の状況をできるだけ正確に評価で

きるよう、既存の統計調査では把握が困難な事項についても可能な限り

把握します。

計画終了時には、都道府県外からの医師の受入状況及び都道府県外へ

の医師の派遣状況も把握を行い、計画作成時点と計画見直し時点での状

況の変化を把握していきます。

また、地域枠医師の定着の状況を把握していきます。

現行医師確保

計画

栃木県地域医療対策

協議会

効果の測定・評価

次期医師確保

計画へ反映
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